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総務委員会会議録 

 
令和７年１１月１１日 火曜日 

  午前１０時００分開議 

  午後 ３時１６分閉議（実時間２３３分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第９３号・令和６年度八代市一般会計

歳入歳出決算（関係分） 

１．議案第９７号・令和６年度八代市ケーブル

テレビ事業特別会計歳入歳出決算 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  木 村 博 幸 君 

副委員長  大 倉 裕 一 君 

委  員  金 子 昌 平 君 

委  員  た ー み ー 君 

委  員  西   和 明 君 

委  員  橋 本 貴 喜 君 

委  員  蓑 田 由 貴 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 監査委員       野々口 正 治 君 

 会計管理者兼会計課長 加 来 康 弘 君 

 財務部長       松 川 由 美 君 

  財務部次長     角 田 浩 二 君 

  納税課長      中 山 美智代 君 

  財政課長      草 西 亮 介 君 

  財産経営課長    上 村 勝 一 君 

 建設部 

  建設部次長     竹 原 彰 吾 君 

 市長公室長      宮 川 武 晴 君 

  人事課長      田 中 博 之 君 

  秘書広報課長    中 川 順 一 君 

 総務企画部長     田 中   孝 君 

  総括審議員兼危機管理監 豊 田 正 樹 君 

  総務企画部次長   藤 田   塁 君 

  総務企画部次長   續   良 彦 君 

  理事兼危機管理課長 松 永 貴 志 君 

  地域政策課長    松 本   亨 君 

  デジタル推進課長  栄   圭 介 君 

 市民環境部長     岩 崎 伸 一 君 
 
  市民活動政策課長 
            長 舩 征 洋 君 
  （消費生活センター所長兼務） 
 

  人権政策課長    上 角 愛美子 君 

部局外 

 議会事務局長     梅 野 展 文 君 

  議会事務局次長   土 田 英 雄 君 

                              

○記録担当書記     右 田 理 絵 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○委員長（木村博幸君） 定刻となり、定足数

に達しましたので、ただいまから総務委員会を

開会いたします。 

 本日は、本委員会に付託されました決算議案

につきまして、閉会中審査を行うことといたし

ております。 

 それでは、審査に入ります前に、決算審査の

進め方について御説明いたします。 

 まず、審査方法についてですが、１０月２８

日の本委員会でも報告いたしましたが、まず、

一般会計決算の歳入及び特別会計決算の歳入の

審査については、令和６年度八代市一般会計歳

入歳出決算書及び令和６年度八代市特別会計歳

入歳出決算書に基づいて、次に、一般会計決算

の歳出及び各特別会計決算の歳出の審査につい

ては、令和６年度における主要な施策の成果に

関する調書に基づいて説明を聴取し、監査委員

からの審査意見書も含めたところで質疑を行う

ことといたしております。 
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 また、審査の流れといたしましては、それぞ

れの決算ごとに質疑、討論、採決を行う予定と

しております。 

 そのほかの審査方法については、タブレット

に格納しております資料に基づいて進めさせて

いただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 次に、審査日程についてですが、事前に配付

いたしております日程表のとおり、審査の進行

によっては、予定している審査項目を１１月１

２日、水曜日の予備日に繰り越すことも考えら

れます。 

 以上、本委員会の審査がスムーズに進みます

よう、委員の皆様方の御協力をお願いいたしま

す。 

                              

◎議案第９３号・令和６年度八代市一般会計歳

入歳出決算（関係分） 

○委員長（木村博幸君） それでは、本委員会

に付託されております決算議案２件の審査に入

ります。 

 まず、議案第９３号・令和６年度八代市一般

会計歳入歳出決算中、当委員会関係分を議題と

し、歳入等について、執行部から一括して説明

願います。 

○財務部長（松川由美君） 皆様、おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）財務部、松川でございます。よろしくお

願いいたします。 

 本日は、継続審査となっております決算議案

について御審議をお願いするものでございま

す。 

 まず、議案第９３号・令和６年度八代市一般

会計歳入歳出決算中、総務委員会関係分のう

ち、初めに、歳入につきまして、財務部、角田

次長が説明いたしますので、よろしくお願いい

たします。 

○財務部次長（角田浩二君） おはようござい

ます。（｢おはようございます」と呼ぶ者あ

り）財務部の角田でございます。よろしくお願

いいたします。 

 それでは、失礼をいたしまして、着座にて御

説明をさせていただきます。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○財務部次長（角田浩二君） それでは、議案

第９３号・令和６年度八代市一般会計歳入歳出

決算について御説明をいたします。 

 まず、歳入の説明に入ります前に、一般会計

全体の収支状況について御説明をさせていただ

きたいと思います。 

 恐れ入りますが、一般会計歳入歳出決算書の

最後のページ、１９４ページをお願いいたしま

す。 

 それでは、一般会計の実質収支に関する調書

でございますが、表の区分の１項目め、歳入総

額は７３６億４１７７万１０００円で、前年度

に比べ４１億８１８９万３０００円、６.０％

の増となります。 

 ２項目め、歳出総額は７１８億５６２８万７

０００円で、前年度に比べ４５億１０２３万２

０００円、６.７％の増となります。これは坂

本支所や災害公営住宅の建設といった令和２年

７月豪雨の復旧・復興経費や小中学校トイレの

洋式化、博物館の大規模改修、ふるさと納税寄

附金の大幅増に伴う返礼品に係る経費の増など

が主な要因でございます。 

 ３項目めの歳入歳出差引額、いわゆる形式収

支は１７億８５４８万４０００円で、この形式

収支から、４項目めの翌年度への繰り越すべき

財源の計１億４２９６万９０００円を差し引い

たものが、５項目めの実質収支額で１６億４２

５１万５０００円の黒字となります。 

 それでは、歳入について御説明をいたしま

す。 

 最初のほうに戻りまして、１８ページ、１９

ページをお願いいたします。 
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 歳入の金額につきましては、右側のページの

中ほどにある収入済額を１０００円未満切捨て

で御説明させていただきます。 

 なお、国や県の支出金あるいは市債など、事

業に係る特定財源につきましては、歳出でも出

てまいりますので、簡潔に説明をさせていただ

きます。 

 まず、款１・市税でございますが、収入済額

は１５９億３２８４万円で、歳入全体の２１.

６％を占める主要な歳入でございます。前年度

と比べ２億２３２６万円で、率で１.４％の減

となります。 

 なお、調定額に対する収入済額の割合、すな

わち徴収率は全体で９７.２％となり、前年度

と比べ０.２％上昇しております。 

 また、収入済額の右側の不納欠損額８４３１

万２０００円は、地方税法の規定による滞納整

理により納税義務が消滅したもので、前年度と

比べ２５.１％の増加となります。 

 さらに、その右側の収入未済額３億７４７５

万９０００円は、いわゆる滞納繰越額で、前年

度と比べ１２.８％の減少となります。 

 それでは、税目ごとの内容ですが、まず、項

１・市民税、目１・個人、節１・現年課税分４

７億４０８５万５０００円は、市民個人の前年

の所得に対する課税分で、定額減税の影響によ

り、前年度比５.２％の減となります。 

 なお、備考欄の還付未済額は、市民税の還付

を通知いたしましたが、年度内に受け取りがな

かったものでございます。 

 次の目２・法人、節１・現年課税分の１０億

４８１万４０００円は、法人の決算期ごとの申

告による課税で、前年度比１１.２％の増とな

ります。 

 次に、項２・目１・固定資産税、節１・現年

度課税分の８６億２５０７万８０００円は、１

月１日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に

対する課税分で、評価替えにより既存家屋の評

価額の減少などにより、前年度比０.５％の減

となります。 

 次の目２・国有資産等所在市交付金４５１７

万９０００円は、国や県などのほかの自治体等

が所有する土地・家屋等に対する固定資産税の

代わりとして交付されるもので、前年度比２.

６％の増となります。 

 次に、項３・軽自動車税、目１・環境性能

割、節１・現年課税分２６２５万７０００円

は、購入時の取得金額に課税される税で、前年

度比２７.７％の増となります。 

 次の目２・種別割、節１・現年課税分４億６

８５８万３０００円は、４月１日現在の軽自動

車の所有者に対する課税分で、１３年を経過し

た車両の増加などにより、前年度比１.６％の

増となります。 

 次に、項４・目１・市たばこ税、節１・現年

課税分９億１２７３万５０００円は、たばこ卸

売事業者等の売上げに対する課税分で、前年度

比２.７％の減となります。 

 次に、項５・目１・入湯税、節１・現年課税

分１２６８万４０００円は、入湯客に対する課

税分で、前年度とほぼ同額となります。なお、

日帰り客が５０円、宿泊客が１５０円などの税

額で、環境衛生施設、消防施設の整備や観光振

興の費用に充てられる目的税でございます。 

 次の款２・地方譲与税でございますが、地方

譲与税とは、国が徴収した特定税目を一定の基

準で地方公共団体に譲与、交付するものでござ

います。 

 項１・目１・節１・地方揮発油譲与税１億２

３９０万１０００円は、国税である地方揮発油

税の４２％を市町村道の延長や面積に応じて市

町村に譲与されるもので、前年度比０.７％の

減となります。 

 ２０ページ、２１ページをお願いいたしま

す。 

 項２・目１・節１・自動車重量譲与税３億７
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９１７万４０００円は、国の自動車重量税の３

分の１相当額を市町村道の延長や面積に応じて

市町村に譲与されるもので、前年度比０.８％

の増となります。 

 次に、項３・目１・節１・森林環境譲与税１

億４２８１万７０００円は、温室効果ガス排出

削減目標の達成や災害防止を図るために、市町

村の私有人工林の面積や林業従業者数などに応

じて市町村に譲与されるもので、令和６年度よ

り市町村と都道府県への案分割合が変更になっ

たこと、私有人工林面積に対する交付割合が増

えたことから、前年度比３４.７％の増となり

ます。 

 次に、項４・目１・節１・特別とん譲与税２

８５１万２０００円は、外国貿易船の八代港へ

の入港に際し、船の純トン数に応じて譲与され

るもので、前年度比０.２％の増となります。 

 続いて、款３・項１・目１・節１・利子割交

付金４６３万４０００円は、預貯金等の利子に

課税される県税の一部が県民税の割合に応じて

県から市町村に交付されるもので、前年度比５

９.４％の増となります。 

 次に、款４・項１・目１・節１・配当割交付

金５５２２万４０００円は、上場株式などの配

当課金に対する課税の一部を財源として、県か

ら一定の基準で市町村に対し交付されるもの

で、前年度比２５.２％の増となります。 

 次に、款５・項１・目１・節１・株式等譲渡

所得割交付金９２８９万９０００円は、株式等

の譲渡所得に課税される県税の一部が県民税の

割合に応じて県から市町村に交付されるもの

で、前年度比１０５.１％の増となります。 

 次に、款６・項１・目１・節１・法人事業税

交付金２億５７３８万６０００円は、県法人事

業税の一部を市町村の従業員数と県民税の割合

に応じて市町村に交付されるもので、前年度比

１４.４％の増となります。 

 次に、款７・項１・目１・節１・地方消費税

交付金３２億６１７９万６０００円は、徴収さ

れた地方消費税の一部が市町村の人口及び従業

員数の案分により交付されるもので、前年度比

７.７％の増となります。 

 次に、款８・項１・目１・節１・ゴルフ場利

用税交付金９９１万４０００円は、県に納めら

れたゴルフ場利用税の１０分の７相当額がゴル

フ場所在の市町村に交付されるもので、前年度

比２４.１％の増となります。 

 ２２、２３ページをお願いいたします。 

 次の款９・項１・目１・節１・環境性能割交

付金５８５９万８０００円は、県税の自動車環

境性能割の一部について、市町村道の延長及び

面積に応じて県から交付されるもので、前年度

比８.１％の増となります。 

 次に、款１０・項１・地方特例交付金、目

１・節１・減収補てん特例交付金５億８２０４

万１０００円は、国の制度変更等により、地方

負担の増や地方の減収が生じた場合などに特例

的に交付されるもので、備考欄上段の個人住民

税減収補てん特例交付金１億７９９万５０００

円は、住宅借入金等特別税額控除による個人住

民税の補塡で、前年度比３.１％の増、備考欄

下段の定額減税減収補てん特例交付金４億７４

０４万６０００円は、定額減税による個人住民

税の減収額の補塡で、令和６年度より新設され

たものです。 

 次に、項２・目１・節１・新型コロナウイル

ス感染症対策地方税減収補てん特別交付金１３

８９万２０００円は、新型コロナウイルス感染

症の影響を受けながらも、中小事業者等が一定

の要件に該当する償却資産及び事業用家屋を取

得した場合に、軽減した固定資産税相当分が交

付されるもので、前年度比７.７％の減となり

ます。 

 次に、款１１・項１・目１・節１・地方交付

税は１７５億５９６１万５０００円で、前年度

比６.０％の増となります。 
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 地方交付税は、地方公共団体の財源の不均衡

を調整し、全ての地方公共団体が一定の行政サ

ービスの水準を維持できるよう財源を保障する

もので、国税として徴収した所得税、法人税、

酒税、消費税や地方法人税にそれぞれの割合を

乗じた額の合計が合理的な基準によって地方公

共団体に交付されるものであり、普通交付税に

９４％、特別交付税に６％の割合で配分されま

す。 

 備考欄の普通交付税１５９億３４４５万５０

００円は、標準的な歳入である基準財政収入額

が、標準的な歳出である基準財政需要額に対し

少ない場合に、その差額が交付されるもので、

基準財政需要額において、公債費の算定額が増

えたことや人事院勧告に伴う職員の給与改定な

どから、前年度比１２億３７９７万４０００

円、８.４％の増となります。 

 また、特別交付税１６億２５１６万円は、災

害等の特別の事情を考慮して交付されるもの

で、令和３年度から５年度まで３年間にわたり

交付されていました、令和２年７月豪雨災害復

旧に係る連年災の算定が終了したことから、前

年度比２億４４４９万円、１３.１％の減とな

ります。 

 款１２・項１・目１・節１・交通安全対策特

別交付金１０９９万１０００円は、国に納付さ

れた交通反則金を交通事故の件数や人口集中地

区の人口等を基に算出し、国から交付されるも

ので、前年度比７.９％の減となります。 

 続きまして、款１３・分担金及び負担金は、

特定の事業の経費に充てるため、その事業の受

益者に賦課徴収するもので、前年度比１９.

２％増の２億６２４４万８０００円でございま

す。 

 増額の主な要因は、令和６年度より氷川町か

らのごみの受入れを開始したことによる環境セ

ンター管理運営費等の負担金の増によるもので

す。 

 まず、項１・分担金、目１・農林水産業費分

担金、節１・農業費分担金の５７６１万４００

０円は主なものとして、かんがい排水路改修事

業など、受益農家からの分担金でございます。

前年度比３.０％の減となっております。 

 ２４、２５ページをお願いいたします。 

 項２・負担金、目１・総務費負担金、節１・

総務管理費負担金の１１３４万１０００円は、

八代地域イントラネット運営経費に係る氷川町

からの負担金が主なものでございます。 

 次に、目２・民生費負担金は５４９０万１０

００円となります。節１・社会福祉費負担金の

５２２４万８０００円は、老人福祉施設入所者

負担金が主なもので、節２・児童福祉費負担金

の２６５万３０００円は、備考欄３つ目の私立

保育所保育料（過年度分）が主なものとなりま

す。保育料につきましては、令和６年度より１

年を通して無償化となりましたことから、前年

度比８６７２万８０００円、９７％の大幅減と

なっております。 

 なお、目２・民生費負担金全体の収入未済額

２５４万９０００円の主なものは、節２・児童

福祉費負担金の過年度分保育料等で、前年度比

２３.１％の減となっております。 

 ２６、２７ページをお願いいたします。 

 目３・衛生費負担金は１億３５３１万５００

０円ですが、その主なものは、節２・生活環境

費負担金１億２６５８万４０００円で、先ほど

も御説明いたしましたが、令和６年度より氷川

町からのごみの受入れを開始したことによる環

境センター管理運営費負担金（氷川町分）及び

環境センター特別負担金（氷川町分）でござい

ます。 

 少し飛びまして、款１４・使用料及び手数料

は、行政財産などの使用料に対して条例の定め

により徴収するもので、前年度比４.７％増の

７億７３８５万４０００円となっております。 

 まず、項１・使用料、目１・総務使用料、節
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１・総務管理使用料の４２３９万２０００円

は、市営の新八代駅東口駐車場使用料、庁舎使

用料及び、２８、２９ページの備考欄３つ目の

コミュニティセンターの会議室使用料が主なも

のでございます。 

 ２８、２９ページ下段の目３・衛生使用料、

節１・保健衛生使用料の２２８４万３０００円

は、斎場使用料と千丁健康温泉センター使用料

が主なものでございます。 

 次の節２・生活環境使用料の６１５万２００

０円は、３０、３１ページになりますが、環境

センター施設使用料が主なものでございます。 

 次に、中ほどからの目４・農林水産業使用

料、節１・農業使用料の１８７万３０００円の

主なものは、備考欄１つ目の昭和運動広場使用

料や４つ下の東陽定住センター研修室及び農産

加工施設機械使用料などでございます。 

 下段の目５・節１・商工使用料の１４３万円

の主なものは、ハーモニーホール使用料や、そ

の下の東陽石匠館使用料などでございます。 

 ３２、３３ページをお願いいたします。 

 目６・土木使用料の２億３２７２万８０００

円のうち主なものは、節１・道路橋梁使用料４

７１７万５０００円の電力、電話、ガス会社等

の道路占用物件に対する道路占用料や、節４・

住宅使用料１億８３１９万４０００円の公営住

宅使用料などでございます。 

 公営住宅使用料等の収入未済額は、過年度と

合わせまして１１５９万円で、前年度より３３

万円の減となっております。 

 ３４、３５ページをお願いいたします。 

 ２段目の目８・教育使用料の２７５２万８０

００円のうち主なものは、節１・学校施設使用

料の５４９万８０００円のうち、学校体育館の

使用料４４６万４０００円や、１つ飛びまし

て、節３・社会教育施設使用料１１６５万８０

００円の公民館、文化センターなどの使用料の

ほか、下段のほうから次のページにかけての節

４・社会体育施設使用料の１０３４万８０００

円のスポーツ施設の使用料などでございます。 

 ３６、３７ページをお願いいたします。 

 中ほどの項２・手数料でございますが、目

１・総務手数料の５７６８万４０００円は、節

３・戸籍住民基本台帳手数料４５７７万３００

０円の戸籍謄本や住民票などの交付手数料など

が主なものでございます。 

 次の目２・衛生手数料３億７３２７万７００

０円の主なものは、節２・生活環境手数料の環

境センターへの搬入ごみ処理手数料と有料指定

袋（ごみ）処理手数料などでございます。 

 ３８、３９ページをお願いいたします。 

 目４・土木手数料の６５６万５０００円は、

節１・建築指導業務手数料５３９万５０００円

の建築確認・検査申請等手数料が主なものでご

ざいます。 

 １つ飛びまして、款１５・国庫支出金１３５

億２００９万円は、国が使途を特定して市に交

付する支出金で、前年度比３.３％の減となっ

ております。減の主な要因は、新型コロナウイ

ルスワクチン接種が定期予防接種とされたた

め、ワクチンに係る負担金が終了となったこと

や、市道の災害復旧に係る国からの負担金が減

額となったことによるものでございます。 

 右側の収入未済額１１億１８９４万１０００

円は、主なものとして、物価高騰対応重点支援

地方創生臨時交付金や公共土木施設災害復旧費

負担金などで、令和７年度への繰越し事業に伴

う財源でございます。 

 まず、項１・国庫負担金ですが、目１・民生

費国庫負担金、節１・社会福祉費負担金２３億

５６１０万円の主なものは、備考欄１つ目の国

民健康保険を支援する国民健康保険基盤安定保

険者支援分負担金や、３つ下の障害者に対する

介護給付などを負担する障害者自立支援給付費

負担金、その４つ下の障がい児通所支援事業負

担金などとなります。 
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 ４０、４１ページをお願いいたします。 

 節２・児童福祉費負担金４５億２４６８万３

０００円では、民間保育所等への子どものため

の教育・保育給付交付金や児童を養育している

者に支給される児童手当交付金、１８歳までの

児童を養育する独り親家庭などに支給される児

童扶養手当給付費負担金が主なものでございま

す。なお、児童手当と児童扶養手当は、令和６

年度に制度改正が行われております。 

 次の節３・生活保護費負担金２４億８５万２

０００円は、生活扶助、医療扶助などの生活保

護費負担金でございます。 

 次の目２・衛生費国庫負担金８０４万７００

０円のうち主なものは、備考欄１つ目の未熟児

養育医療費等負担金でございます。 

 次の目３・災害復旧費国庫負担金３億６２２

５万４０００円は、令和２年７月豪雨などによ

る公共土木施設の災害復旧に対するものでござ

います。 

 なお、収入未済額は主に令和７年度への繰越

明許・事故繰越分でございます。 

 ４２、４３ページをお願いいたします。 

 項２・国庫補助金、目１・総務費国庫補助

金、節１・総務管理費補助金２２億２８６７万

７０００円のうち主なものは、備考欄１つ目の

マイナンバーカード交付事務費補助金４１５７

万４０００円や、４つ下のデジタル田園都市国

家構想交付金が合計で５４７５万４０００円、

その３つ下の物価高騰対応重点支援地方創生臨

時交付金は、繰越明許費を含めまして、２０億

２９２７万円などでございます。 

 なお、収入未済額のうち、宅地嵩上げ安全確

保事業補助金につきましては、坂本町下鎌瀬、

西鎌瀬、中津道地区で行われる国のかさ上げ工

事が令和７年度に完了した後に交付されるもの

でございます。 

 目２・民生費国庫補助金４億３４２０万円の

うち主なものは、４４、４５ページに移りまし

て、節２・児童福祉費補助金３億７０５９万円

で、備考欄３つ目の子育てを目的に実施する事

業に対し、国が交付する子ども・子育て支援交

付金１億８３２０万１０００円や保育所等整備

交付金１億１４０７万円などでございます。 

 なお、収入未済額は令和７年度への繰越明許

費でございます。 

 次の目３・衛生費国庫補助金の１億７２６９

万８０００円は、節１・保健衛生費補助金８０

４１万５０００円のうち、備考欄３つ目の新型

コロナウイルスワクチン助成金（定額）７４３

６万８０００円や、節２・生活環境費補助金９

２２８万３０００円のうち、備考欄２つ目の衛

生処理センター解体事業交付金が主なものでご

ざいます。 

 なお、収入未済額３７３１万６０００円は繰

越明許費でございます。 

 次に、目４・土木費国庫補助金７億４８７万

４０００円のうち主なものは、節１・道路橋梁

費補助金３億６３３５万３０００円、備考欄１

つ目の道路維持事業交付金、２つ目の市内一円

道路改良事業交付金や、３つ目の橋梁長寿命化

修繕事業交付金、４６、４７ページに移りまし

て、節３・都市計画費補助金１億２４１７万１

０００円の備考欄３つ目、西片西宮線道路整備

事業交付金、節４・住宅費補助金２億２３４万

９０００円の備考欄４８、４９ページの３つ

目、坂本町の災害公営住宅建設費補助金などで

ございます。 

 なお、収入未済額は令和７年度への繰越明許

費でございます。 

 １つ飛びまして、目６・教育費国庫補助金２

億２２９９万６０００円のうち主なものは、節

２・小学校費補助金１億６０３５万９０００円

の、備考欄最後の小学校施設トイレ改修事業補

助金や、節３・中学校費補助金４８５０万３０

００円の、備考欄最後の中学校施設トイレ改修

事業補助金などでございます。 
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 ５０、５１ページへ移りまして、項３・委託

金７７００万８０００円は、本来、国が自ら行

うべき事務でありますが、地方公共団体が実施

したほうが効率的である場合にその事務を委託

し、その経費を負担するものでございます。 

 主なものは、目２・民生費委託金４０３７万

２０００円のうち、基礎年金等事務費交付金

や、目４・教育費委託金２７５０万円の球磨川

はね発掘調査委託金などでございます。 

 続きまして、款１６・県支出金６１億７７２

６万２０００円は、県が使途を特定して市に交

付する支出金でございまして、前年度比１億６

８６５万３０００円、２.７％の減となってお

ります。主な要因は、農業及び林道施設に係る

災害復旧費補助金の減少などによるものでござ

います。 

 右側の収入未済額は、主に農林水産業費にお

ける令和７年度への繰越し事業に伴う財源でご

ざいます。 

 項１・県負担金、目１・民生費県負担金、節

１・社会福祉費負担金２０億７９９０万９００

０円は、低所得者の国民健康保険税の軽減分な

どを負担する国民健康保険基盤安定保険税軽減

分負担金、５２、５３ページの後期高齢者医療

保険料の軽減分を負担する後期高齢者医療保険

基盤安定負担金、障害者に対する介護給付など

を負担する障害者自立支援給付費負担金や障が

い児通所支援事業負担金などが主なものでござ

います。 

 次の節２・児童福祉費負担金１３億８７５５

万２０００円は、民間の保育所運営費である子

どものための教育・保育給付費負担金と児童手

当交付金が主なものでございます。 

 少し飛びまして、項２・県補助金、目１・総

務費県補助金、節１・総務管理費補助金４億３

５７９万５０００円のうち主なものは、５４、

５５ページの備考欄３つ目の豪雨被災者等交付

金や、一番下の物価高騰対応生活者支援交付金

などでございます。 

 次の目２・民生費県補助金４億３２７８万円

のうち主なものは、節１・社会福祉費補助金１

億２９７６万２０００円の備考欄３つ目、重度

心身障がい者医療費助成事業費補助金や、節

２・児童福祉費補助金３億２９４万１０００円

の備考欄１つ目、放課後児童健全育成事業等補

助金や、５６、５７ページに移りまして、下か

ら５つ目の保育対策総合支援事業補助金や多子

世帯子育て支援事業費補助金などでございま

す。 

 ５８、５９ページをお願いいたします。 

 目３・衛生費県補助金６００６万円のうち主

なものは、節１・保健衛生費補助金５３９６万

１０００円のうち、備考欄１つ目の小学校就学

前の子供への医療費助成に対して補助される子

ども医療費助成事業費補助金でございます。 

 次に、目４・農林水産業費県補助金１０億３

８０９万６０００円の主なものは、節１・農業

費補助金９億６５９５万７０００円のうち、次

の６０、６１ページの備考欄、中ほどの多面的

機能支払交付金事業補助金、その４つ下の産地

生産基盤パワーアップ事業補助金、６２、６３

ページ、２つ目の強い農業づくり総合支援交付

金、節２・林業費補助金７０７０万１０００円

のうち、備考欄３つ目の道整備交付金などでご

ざいます。 

 目４・農林水産業費県補助金の収入未済額３

０億２５３２万円は、新基本計画実装・農業構

造転換支援事業補助金で、令和７年度への繰越

し事業に伴う財源が主なものでございます。 

 ６４、６５ページに移りまして、目５・土木

費県補助金１４４３万１０００円の主なもの

は、節２・都市計画費補助金の新幹線沿線道路

整備事業費補助金などでございます。 

 なお、目５・土木費県補助金の収入未済額３

５０万２０００円は、土砂災害危険住宅移転促

進事業補助金などで、令和７年度への繰越し事
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業に伴う財源が主なものでございます。 

 次の目６・消防費県補助金１２５３万６００

０円は、球磨川水系防災・減災ソフト対策等補

助金で、防災情報の提供や避難体制の強化な

ど、防災・減災対策を推進するためのソフト事

業に要する経費などに対するものでございま

す。 

 次の目７・教育費県補助金１５６２万８００

０円のうち主なものは、節２・中学校費補助金

の公立学校情報機器整備事業費補助金などでご

ざいます。 

 次の目８・災害復旧費県補助金３億９３０３

万５０００円は、農林水産業施設災害復旧費補

助金で、令和２年７月豪雨などで被災した林道

や農地等の災害復旧に係る補助金でございま

す。 

 なお、目８・災害復旧費県補助金の収入未済

額４億２４６１万５０００円、そのうち７５１

万４０００円は、令和６年度に施工した復旧工

事に対する補助金が令和７年度に交付されるも

ので、残額は令和７年度への繰越明許費や事故

繰越でございます。 

 ６６、６７ページへ移り、１つ飛びまして、

項３・委託金２億９６７５万２０００円のうち

主なものは、目１・総務費委託金２億７８０７

万６０００円で、６８、６９ページ、節２・徴

税費委託金の県民税徴収事務委託金１億８８６

７万円で、これは本市が県民税を市民税と一括

して徴収し、県に納入しており、その事務に対

し県から交付されるもので、そのほか、節４・

選挙費委託金７３５３万８０００円の備考欄２

つ目、衆議院議員選挙委託金などでございま

す。 

 飛びまして、７０、７１ページをお願いいた

します。 

 中段の款１７・財産収入は１億９６５５万８

０００円でございます。財産収入は、市が有す

る財産の貸付け等の運用による賃借料、利息、

配当金、財産の売払い等による現金収入でござ

います。前年度比９２５６万５０００円、８

９％の増となっております。主な要因は、旧坂

本支所横にありましたグリーンパークさかもと

の土地売払収入によるものでございます。 

 項１・財産運用収入、目１・財産貸付収入、

節１・土地建物貸付収入の２５８６万６０００

円は、土地建物貸付収入や日奈久埋立地メガソ

ーラー貸付収入が主なものでございます。 

 目２・節１・利子及び配当金２６６５万９０

００円は、備考欄３つ目の財政調整基金利子を

はじめとする各基金の預金利子などでございま

す。 

 ７２、７３ページをお願いいたします。 

 項２・財産売払収入１億４４０３万２０００

円は、目１・不動産売払収入、節１・土地売払

収入、備考欄３つ目、その他土地売払収入で、

先ほど申し上げましたグリーンパークさかもと

の土地売却による収入が主なものでございま

す。 

 ７４、７５ページをお願いいたします。 

 目２・物品売払収入１０５８万１０００円

は、収集車両売払収入が主なものでございま

す。 

 続いて、款１８・寄附金でございます。寄附

金総額は３５億３１１０万９０００円で、前年

度に比べ１３億８９６８万２０００円、６４.

９％の増となっております。主な要因は、ふる

さと納税による、ふるさと元気づくり応援寄附

金の増によるもので、目１・総務費寄附金、節

１・総務管理費寄附金の備考欄１つ目のふるさ

と元気づくり応援寄附金は３４億８９７０万１

０００円で、前年度比１３億８６８７万９００

０円、６５.９％の増でございます。 

 その他、目２・民生費寄附金で１１５万４０

００円、目４・教育費寄附金で３８８万８００

０円など、貴重な寄附を頂いております。 

 飛びまして、７６、７７ページをお願いいた
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します。 

 款１９・繰入金、項１・基金繰入金は１３億

７８８８万９０００円でございます。これは基

金の設立目的に応じた事業を実施するとき、そ

の財源として基金から繰入れたものでございま

す。 

 主なものは、まず、目２・減債基金繰入金の

２億５７０２万８０００円ですが、新庁舎建設

事業及び環境センター建設事業の償還費の一部

に充当したものでございます。 

 そのほか、７８、７９ページに移りまして、

目８・ふるさと八代元気づくり応援基金繰入金

は７億９３８８万円、目１０・まちづくり交流

基金繰入金は７１７３万２０００円、目１２・

平成２８年熊本地震復興基金繰入金は６１２６

万６０００円、８０、８１ページに移りまし

て、目１５・新型コロナウイルス感染症対策基

金繰入金は１億３８８１万６０００円、目１

８・教育文化センター建設基金繰入金は２９４

５万１０００円を繰り入れております。 

 款２０・繰越金は１８億１３８２万２０００

円でございます。令和５年度の決算の歳入総額

と歳出総額の差引額、いわゆる形式収支額から

地方自治法第２３３条の２の規定により財政調

整基金へと積み立てた３億円を差し引いたもの

であり、これが令和６年度の歳入となったもの

でございます。 

 続いて、款２１・諸収入１３億５９１０万１

０００円は、他の収入科目に含まれない収入を

まとめたもので、項１・延滞金加算金及び過

料、目１・延滞金の１９１０万円は、市税等が

納期限を過ぎて納付された場合に徴収したもの

でございます。 

 ８２、８３ページに移りまして、項３・貸付

金元利収入の５億５１１２万５０００円のう

ち、目１・総務管理費貸付金元利収入３３０５

万３０００円は、備考欄１つ目の地域総合整備

資金貸付金元金収入が主なもので、これは新た

な雇用を生むなど、地域振興に資する民間投資

を支援するために、市が地方債を原資として貸

し付けた貸付金の償還金でございます。なお、

その下、備考欄３つ目の住宅新築資金等貸付金

元利収入（過年度分）では、その収入未済額が

１億４２１２万１０００円となっております。 

 次の目２・民生費貸付金元利収入、節１・社

会福祉費貸付金元利収入３２７万６０００円

は、熊本地震等の災害に貸付けを行った災害援

護資金貸付金元利収入です。６２９万９０００

円の収入未済額がございます。 

 １つ飛びまして、目４・商工費貸付金元利収

入５億６５万円は、中小企業経営安定特別融資

預託金をはじめとする各預託金の元金収入が主

なものでございます。 

 次の目５・教育費貸付金元利収入４１８万９

０００円は、奨学資金貸付金元利収入です。こ

れにつきましても、現年度分、過年度分、合わ

せまして、収入未済額７３１万２０００円がご

ざいます。 

 次に、８４、８５ページをお願いいたしま

す。 

 項４・雑入７億８８０６万９０００円のうち

主なものは、少し飛んで、目５・雑入７億８８

０２万円で、節２・消防団員等公務災害補償等

共済基金収入の消防団員退職報償金や節３・公

営住宅共益費などのほか、８６、８７ページの

節８・雑入の６億８６７７万７０００円などで

ございます。節８の主なものは、備考欄１つ目

の標準準拠システム導入に対するデジタル基盤

改革支援補助金、２つ目の道の駅坂本治水対策

事業補償金、３つ目の西部文化財収蔵施設移転

補償金、４つ目の後期高齢者医療療養給付費負

担金返還金や、５つ目の再資源化物販売代金納

付金などでございます。 

 なお、収入未済額の１億５８５万９０００円

は、備考欄、収入未済額内訳の生活保護費返還

金、その２つ下の障害福祉サービス費返還金
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（過年度分）などでございます。 

 ８８、８９ページをお願いいたします。 

 款２２・市債でございます。前年度比２８％

増の６１億１４４０万円となります。増の要因

といたしましては、坂本支所等建設事業や小中

学校のトイレ洋式化、博物館の大規模改修など

の建設事業に係る借入れなどがあったことによ

るものでございます。 

 収入済額の内訳は、建設事業や災害復旧など

の事業に伴う事業債が６０億５００万円で、臨

時財政対策債等の財源補塡債が１億９４０万円

となっております。 

 事業債につきましては、それぞれの事業費か

ら国県補助金などの特定財源があれば、それを

差し引いた残りに定められた借入れの割合を掛

け合わせて算出し、１０万円単位で借入れを行

っており、歳出のそれぞれの事業で説明があり

ますので、ここでの詳細の説明は省略をさせて

いただきます。 

 なお、事業債のうち合併特例事業債は、鏡支

所の空調や照明等改修事業や、みなと消防署建

設に係る広域行政事務組合負担金、小中学校施

設トイレ改修事業などの２３億４９００万円と

なっております。 

 以上で、令和６年度一般会計歳入歳出決算の

歳入についての説明を終わらせていただきま

す。御審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（木村博幸君） それでは、以上の部

分について一括して質疑を行います。 

 なお、お願いですが、歳入では国県支出金な

どの特定財源に係る事業内容についての質疑は

歳出における質疑と重複することが考えられま

すが、事業内容に関する事項については所管の

各常任委員会で審査をされますので、御配慮い

ただきたいと思います。御協力をお願いいたし

ます。 

 それでは、質疑ありませんか。 

○財務部次長（角田浩二君） 先ほど御説明を

しました地方消費税交付金の説明の中、前年度

比７.７％の減と御説明をいたしましたが、増

が正しいものとなります。大変申し訳ございま

せんでした。 

○委員長（木村博幸君） 質疑のほうに入りま

す。質疑はありませんか。 

○委員（蓑田由貴君） 一般会計と特別会計合

わせた収入未済額が前年度から５９.４％増加

してます。これに対して収入状況や生活状況の

実態を把握されて、これに基づく適切な財政管

理をどのように強化されて、新たな収入未済の

発生を防止するのかをお聞かせください。 

 収入のところの収入未済額が増えてるので、

その対応はどうしていくか。 

○納税課長（中山美智代君） 納税課、中山で

ございます。よろしくお願いいたします。 

 市税に関して申し上げたいと思います。収入

未済額については３億７４７５万円で、前年度

からすると５４８３万円減少しております。な

お、５年前の令和２年度と比較すると３億４５

６３万円の減少となって、４８％ほど圧縮して

おります。 

 収入未済額の削減に向けましては、まずは現

年度分について優先してまいりまして、繰返し

の催告と早期の滞納整理の実施により推進して

いるところです。一括の納付が困難な方に関し

ましては、納税相談など、分納するなど、でき

る限り納付をお願いしているところでございま

す。それでも納付いただけない場合に関しまし

ては、財産調査などを行って、その結果、納付

能力がなく、差押え可能な財産もない場合は執

行停止を行って、３年間、執行停止の状況が継

続した場合において納税義務が消滅しますの

で、不能欠損の処理をして、収入未済の削減を

図っているところです。 

 以上が説明となります。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません
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か。 

○委員（大倉裕一君） 不勉強で申し訳ないん

ですけど、土木費のほうで事故繰越というのが

名称で説明されてるんですけど、事故繰越の内

容を少し御説明いただいてよろしいでしょう

か。（｢どこのページ」と呼ぶ者あり）ページ

言わんでも、事故繰越の内容だけ。４１ページ

とか。４１ページの一番下とかにですよ、６４

１１万６０００円。 

○建設部次長（竹原彰吾君） 建設部の竹原で

ございます。 

 今、委員からお尋ねがありました４１ページ

の事故繰越の件でございますけれども、これは

災害復旧の事業でございます。災害復旧で基本

的に繰越しというのは、予算を組みまして、次

年度までにするのが繰越し、基本的には当該年

度で終わるのが予算の原則なんですけれども、

次年度までにするのが繰越し。もう１年遅れる

のが事故繰越になります。事故繰越といいます

のは、基本的に災害の現場でありますと、要は

災害復旧ですので、災害の査定とか現場条件で

災害が起こったときに、その災害後、復旧中に

また増破して、そこの現場がまたできなくなっ

たとかという理由で、繰越しの次の年までにか

かってしまった工事とかが事故繰越ということ

になります。 

 今、詳しいどこの現場というのは資料をお持

ちしておりませんので、あれなんですけど、災

害復旧の場合は結構そういう事故繰越が起こり

やすいということでございます。 

 以上です。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

○委員（大倉裕一君） 全体的な財政の状況の

お尋ねになりますけど、財政が硬直化している

ということで、９３.３ポイントでしたっけ。

その要因の中には、国から支払われている地方

交付税の交付率とか、あと八代市が借りられる

市債の割合だったりとか、そういったところが

影響してくるところがあるのかなというふうに

認識しとっとですけど、９３.３、経常収支比

率を改善するために、市はどういった取組を今

進めていらっしゃるんですか。進めているけ

ど、前年度よりもコンマ１ポイントプラスにな

ったというふうに認識してるんですけど、その

辺りを御説明いただければというふうに思いま

す。 

○財政課長（草西亮介君） おはようございま

す。財政課の草西と申します。よろしくお願い

いたします。 

 今、委員さんお尋ねの経常収支比率につきま

して、９３.７ポイントが令和６年度でござい

ます。この経常収支比率が経常的な一般財源の

うちに占める経常経費に充当される一般財源と

いうものになりますので、やはり大きくは人件

費、扶助費、公債費等の部分が大きなものでご

ざいます。 

 今も人件費等が上がっていっております。ま

た、扶助費のほうもちょっと大きくなってまい

ってますので、あと歳入のほうで、交付税もや

や伸びてはおりますけれども、ふるさと納税で

すとか、そんな寄附金等が今のところは順調に

入っておりますけれども、今後厳しくなってく

るとなれば、なかなか経常収支比率が下がって

いくというところも厳しくなってきているかも

しれないなというところでございますので、あ

と改善するということになってきますと、やは

り少し見直しをいろいろなところでしていかな

ければならないというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○財務部長（松川由美君） 少し付け足しでお

話しさせていただきますと、まず大きく２つ、

経常的経費を落としていくというのが１つの方

法。もう一つは、一般財源を上げていく。歳入

を上げていくというのが大きな柱で２つあるか

なと思います。 
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 １つは、経常的経費を抑えていくというのは

スクラップ・アンド・ビルド、事業の見直しで

すね。今回、小野市長のほうも言っております

けれども、市民が真に必要としている事業はど

ういうものがあるのか、集中と選択ですね。事

業内容をどれに集中的に予算をかけていくかと

いうのを見極めていくというのがあるかなと思

います。 

 それと、今、取り組んでおりますのはアウト

ソーシング、全て職員がするのではなくて、委

託とかをしまして、効率的に業務を遂行してい

くというようなのが１つ。 

 それと、あとは地方債のほうも抑えていかな

いといけませんので、元金とかを返す分につい

ての金額の枠内で新たに借りる分をするという

ようなのを八代市としては推進してるというと

ころが、経費を抑えるという部分では取り組ん

でいます。 

 あと、一般財源を増やす、歳入を増やすとい

うほうで考えますと、まずは税収アップ。今年

が９７.２％、徴収率ですね、０.２％アップし

ました。今、県のほうとかともタイアップをし

まして、高額滞納者の方への対応だったりと

か、そういうのも対応を進めておりますので、

そういう収納率を上げていくというのが１つ。 

 それと、市有財産ですね。廃校したところの

施設をいかにほかで活用するか。市有財産の貸

出しだったりとか、そういうので収入を上げて

いくというようなのが１つ。 

 それからあとは、施設の統廃合ですね。今度

また保育所あたりはしますけれども、その辺り

の統廃合で維持管理経費を抑えていくというよ

うなこと。 

 それからあとは、使用料のアップを最終的に

は、いろいろ対応を考えていかないといけない

ということを、今、課長が申し上げましたけれ

ども、そういう使用料を５年ごとに見直すと

か、そういうのは今うちのほうでありませんの

で、そういう方針とかも策定をしまして進めて

いかなければならないかなと。今、消費税が上

がったりとかしたときにだけ見直しをしてます

ので、そういうのを５年ごととか、定期的に見

直していくというようなことにも取り組んでい

かないといけないかなということを考えていま

す。 

 以上です。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で質

疑を終わります。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（大倉裕一君） まず繰越明許の件です

けど、毎回、各委員会でも出てると思うんです

が、会計の法則に従った運営をぜひお願いして

おきたいというふうに思います。 

 繰越明許の要因として、やはり交渉相手がい

らっしゃってとか、そういったところがあって

どうしても繰越しがやむを得ないという諸事情

は理解をしたいとは思うんですが、当初予算と

してそこまで計上されたわけですので、年度内

でどうにか先方のほうとも交渉するとか、そう

いったところでしっかり計画に沿った取組を進

めていただきたいというふうに意見として申し

上げておきたいというふうに思います。 

 それから、今お尋ねをした財政の硬直化のと

ころです。部長のほうから丁寧に、また詳細に

御説明をいただいたというふうに思っておりま

すが、９３.７％、基準として８０％というと

ころがあると思います。 

 財政の硬直化という部分は、市民ニーズによ

り応えていくための１つの指標としてこの弾力

性が語られているというふうに理解してます。

非常に今、物価高騰とか、そういったところで

市民生活、苦しんでいらっしゃる方がたくさん

いらっしゃる中では、国の施策を待つよりも、
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一番身近な八代市がこういった物価高騰に取り

組んでほしいという思いを持っておられる方も

たくさん市民の中にはいらっしゃいますので、

この財政硬直化がやはり足かせとなって、そう

いった時代のニーズに即した事業メニューが展

開できないというようなことがないように、こ

の数値をやはり見直していくことこそが八代の

財政の健全化にもつながると思いますので、そ

ういった視点で、先ほど部長から説明がありま

した内容のさらなる進捗化を図っていただくよ

うにお願いしておきたいというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○委員長（木村博幸君） ほかに意見ありませ

んか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で歳

入等についてを終了いたします。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１１時０９分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時１０分 本会） 

○委員長（木村博幸君） 本会に戻します。 

 次に、歳出について説明を求めます。 

 まず、第１款・議会費について説明願いま

す。 

○議会事務局長（梅野展文君） 皆様、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）議会事

務局、梅野でございます。よろしくお願いいた

します。 

 私からは、令和６年度八代市一般会計歳入歳

出決算中、第１款・議会費に関しまして総括を

述べさせていただきます。 

 着座にて御説明いたします。 

 議会費におきましては、令和６年度予算現額

３億６６７９万円に対し、決算額は３億５５１

６万８０００円で、予算の執行率は９６.８％

でございました。 

 なお、この決算額のうち８９.９％に当たる

３億１９１８万４０００円が議員報酬及び手

当、職員給与、共済費などの義務的経費で、残

りの１０.１％、３５９８万４０００円が議会

運営や議員活動に要する様々な事務的経費等と

なっております。 

 また、決算額を令和５年度と比較いたします

と、６６０万２０００円、１.９％の増加で、

その主な要因といたしましては、議員報酬の額

改定に伴う増加や議員共済組合への負担金の掛

け率引下げによる支出減、議員各会派に交付い

たしております政務活動費交付金の執行減等の

増減の相殺によるもので、議会費全体といたし

ましては、おおむね円滑な予算執行が行えたも

のと考えております。 

 議会事務局といたしましては、さきの改選後

の新しい議員構成の下、議員の皆様や市執行部

と連携を図りながら、昨年度に引き続き、本市

の最優先課題であります令和２年７月豪雨並び

に本年８月大雨からの復旧・復興への後方支援

を行ってまいりますとともに、近年のデジタル

技術の進展を踏まえ、会議資料のさらなる電子

化や情報共有の効率化による事務の合理化を図

り、議会情報の発信にもＩＣＴを積極的に活用

するなど、市民にとって分かりやすい議会の実

現を推進しながら、円滑な議会運営と議員活動

の充実のため、今後も的確かつ迅速な事務の執

行に努めてまいりたいと考えております。 

 また、あわせまして、事務局職員一人一人が

自ら考え、柔軟に行動できる組織づくりを進

め、議員の皆様から信頼される事務局、そし

て、市民の皆様から親しまれる議会運営の支え

手となるよう努めてまいりますので、何とぞよ

ろしくお願いを申し上げまして、総括といたし

ます。 

 それでは、詳細につきましては、議会事務

局、土田次長が説明いたしますので、よろしく

お願いいたします。 
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○議会事務局次長（土田英雄君） 皆さん、お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）議会事務局、土田でございま

す。 

 私のほうから、令和６年度議会費の決算につ

きまして、恐れ入りますが、着座にて御説明さ

せていただきます。よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、令和６年度における主要な施策の

成果に関する調書（その１）の１０ページを御

覧いただければと思います。 

 先ほど局長からございましたように、令和６

年度の議会費の歳出決算の状況でございます

が、予算現額が３億６６７９万円で、支出済額

は３億５５１６万８０００円、執行率は９６.

８％となっております。 

 なお、不用額が約１１６２万２０００円生じ

ておりますが、その主な内容といたしまして

は、政務活動費などの負担金補助及び交付金５

２６万１０００円、議員の皆様の会議出席等に

伴います費用弁償や常任委員会等の管外行政視

察などの旅費４３５万円などでございます。 

 それでは、義務的経費以外の議会運営事務事

業について説明させていただきます。 

 １３ページ上段を御覧ください。 

 議会運営事務事業は、議会の運営全般及びこ

れに関わる事務処理、会計処理を実施いたして

おります。事業に対する予算額４３３６万７０

００円に対しまして、決算額は３７７１万円で

ございます。 

 事業の主な内容といたしまして、会計年度任

用職員２名の報酬、社会保険料等６２２万２０

００円、全国市議会議長会ほか、議長の公務に

伴う費用弁償１３２万６０００円、常任委員会

等の管外行政視察に伴う費用弁償６２７万円、

議員の皆様が本会議や委員会などに出席された

際の会議出席費用弁償３７２万７０００円、議

長公務や各委員会の管外行政視察への職員の随

行に伴う普通旅費２１３万２０００円。次に、

年４回発行しております議会だよりなどの印刷

製本費５４０万３０００円、議会中継システム

機器保守点検業務委託２９７万円、委員会記録

作成業務委託１４６万８０００円、本会議の会

議録作成業務委託１８３万６０００円、タブレ

ット端末に関する経費といたしまして、会議ア

プリのサイドブックスの使用料９９万円、タブ

レットＬＴＥ回線使用料５２万４０００円、ビ

ジネスチャットアプリのラインワークスの使用

料２２万１０００円などでございます。 

 次に、不用額５６５万７０００円についてで

ございますが、主な内容といたしまして、議員

の皆様が本会議や委員会などに出席された際の

会議出席費用弁償１５８万円や、常任委員会、

特別委員会等の管外行政視察に伴う費用弁償２

５１万円、委員会等の記録作成業務や手話通訳

業務などの委託料３０万円などでございます。 

 今後の方向性といたしましては、市による実

施、現行どおりとし、適正かつ円滑な議会運営

を行うとともに、開かれた議会の実現のため、

積極的な議会情報の発信を行う必要がございま

す。また、タブレット端末を活用した議会運営

など、議会のさらなるデジタル化を推進する必

要もありますことから、議会事務局として議会

活動を補佐、支援していく必要があると考えて

おります。そのためにも、これまで培ってきた

知識やノウハウをしっかりと引き継ぎますとと

もに、専門知識の習得やデジタル化の推進に対

応できるよう、職員の資質向上に努めるなど、

事務局機能の強化を図ってまいります。 

 最後に、流用について御説明いたします。 

 決算書の９８ページ、９９ページになります

けども、節１０・需用費より、節１７・備品購

入費へ６万２０００円を流用いたしておりま

す。これは、市役所１階に設置しております議

会中継用のテレビモニターが故障し、映らなく

なり、急遽買換えが必要となりましたことから
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流用したものでございます。 

 以上、令和６年度の議会費の説明とさせてい

ただきます。御審議のほど、よろしくお願いい

たします。 

○委員長（木村博幸君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（大倉裕一君） 印刷の関係で、議会だ

よりと市政の概要と、幾らずつ委託費といいま

すか、製本費がかかっているかと分けて御報告

いただけますか。 

○議会事務局次長（土田英雄君） 現在、議会

だよりのみ印刷しております。市政の概要につ

きましては、現在、印刷しておりませんで、デ

ータでホームページ等に掲載するようにしてお

ります。ですので、印刷製本費で行きますと、

議会だよりが執行済額が５３４万６０７１円と

なっておりまして、そのほかは議長の肖像写真

とか、あと名刺の印刷代となっております。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） 議会だよりの印刷費の

ほうなんですけど、この印刷費用というのは傾

向として高くしてきているのか、例年そのまま

というような状況か、どういった状況でしょう

か。 

○議会事務局次長（土田英雄君） 印刷費に関

しましては、例年とさほど変わりはなく予算措

置はしておりますという状況でございます。 

○委員（大倉裕一君） 今、人件費とか物価高

騰という時代で、この印刷の費用が本当にふさ

わしいのかどうかというのをもう１回点検をす

る必要があると思うんですけど、事務局のほう

でいかがお考えでしょうか。 

○議会事務局次長（土田英雄君） 予算要求の

際には、一応見積りを取りまして、それで見積

り額に応じて予算要求をしておりますので、そ

の中では、今後、来年度に向けて、またその辺

の人件費とか物価高騰による影響が出てくるの

かなと考えておりますけれども、現在のところ

は例年どおりのような感じで予算はついていた

状況だということで認識しております。 

○委員（大倉裕一君） その見積りがですよ、

業者さんが、指名を願われている企業の方々が

本当に率直な見積りを出されているような環境

にあればいいと思うんですけど、高く出したこ

とによってうちは指名から外れるというよう

な、そういう心配をなさらないで済むような見

積りの取り方を、ぜひ検討していただきたいと

思いますが。 

○議会事務局次長（土田英雄君） その辺は御

指摘いただきましたので、十分踏まえまして、

見積り取らせていただければと思います。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本貴喜君） 議会運営の支出という

ことで、視察の分もこちらの予算に入ってるか

と思いますけど、視察費として予算的にはずっ

と変わってないのかなというとこなんですけ

ど、自分が所属してる委員会の視察以外は予算

的には分かりませんので、実際問題として、物

価高騰による影響によって視察等には何か影響

が出てたりとかはするんでしょうか。 

○議会事務局次長（土田英雄君） おっしゃる

とおり、物価高騰の影響で、ホテル代とかそう

いったのが大分高騰してるのが事実でございま

す。その辺ですね、職員の旅費規定に基づい

て、議員の皆様も積算しておりまして、その範

囲内でできるところ、なるべく早めに予約を入

れたりとか、その範囲内で泊まれるホテルと

か、そういったのを職員のほうで探しまして、

予算の範囲内で行ける、議員の皆さんが視察さ

れたいところに行けるように努力していってい

るような状況でございます。 

 加えまして、令和８年４月１日から旅費の見

直しが行われますので、その辺は来年度、また

予算に反映させていければなと思うんですけれ
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ども、いかんせん、前もって視察期日とか視察

先、目的が分かりませんもんですから、事前に

見積りというのが取れない状況でありまして、

あくまでこの範囲内で行けるようにということ

で努力させていただければと考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

○委員（蓑田由貴君） 会議録作成業務委託と

いうところで、今後、デジタル化を進めていく

という中で、今、ＡＩとかで会議を文字で起こ

したりできると思うんですけど、そういうのも

活用されてたりされるのかとか教えていただき

たいなと。 

○議会事務局次長（土田英雄君） 委員おっし

ゃります会議録作成のアプリとかソフトとかで

すね、一応、議会事務局のほうでもその辺検討

しまして、試しに文字起こしとかしてみたんで

すけれども、いかんせん精度がそこまでよくな

いというところがありまして、当時ですね。逆

に職員の手間が増えたりとか、残業が増えたり

とかということが想定されましたもんですか

ら、現在の委託のまま行かせていただいている

ような状況でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） 以上で、第１款・議

会費についてを終了いたします。 

 執行部入替えのため、小会いたします。 

（午前１１時２７分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時３０分 本会） 

○委員長（木村博幸君） 本会に戻します。 

 次に、第２款・総務費中、当委員会関係分及

び第１１款・公債費、第１２款・諸支出金、第

１３款・予備費について、一括して説明願いま

す。 

○市長公室長（宮川武晴君） 皆様、こんにち

は。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）市長公室

の宮川でございます。 

 総務費の審査に当たりまして、関係部が所管

いたします主要な施策について、その取組状況

や結果を振り返りまして、今後の方向性などに

ついて、私並びに各部長から事業総括を述べさ

せていただきます。 

 それでは着座にて説明をさせていただきま

す。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○市長公室長（宮川武晴君） まず、市長公室

は秘書広報課、人事課、国際課並びに総合支援

担当の体制で、市民に対する広報・広聴や、人

事管理をはじめとする人材育成、組織づくり、

本市の国際化の推進と多文化共生社会の実現に

取り組んでおります。あわせて市長、副市長の

トップマネジメントを推進するため、重要事案

等について全庁的な情報共有や各部間の連携強

化を図るなど、市の組織の機能強化を主な担務

といたしております。 

 初めに、広報・広聴の取組では、市政の見え

る化のさらなる推進を目的に、広報やつしろを

毎月発行するとともに、市の公式ホームページ

やＳＮＳなどを活用した情報発信のほか、市長

への手紙やまちづくり出前講座、市政懇談会の

開催などによる広聴機会の充実を図っておりま

す。 

 また、昨年１０月には、約８年ぶりに市の公

式ホームページを全面リニューアルし、検索機

能の強化などを図ったところでございます。 

 今後も、市民からの貴重な御提案や御意見を

伺い、市政に反映させるという大切な役割を担
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っている広報・広聴活動の充実に向け、ホーム

ページやＳＮＳをはじめとした様々なツールを

最大限に活用しながら、情報の発信に努めてま

いります。 

 次に、人材育成の取組では、質の高い市民サ

ービスの提供を目指し、職員の意識改革と能力

開発につながるよう、計画的かつ多角的な職員

研修を実施してございます。 

 昨今の行政ニーズの複雑化や高度化、加えて

デジタル社会への対応が重要な課題となってお

りますことから、これらに対応できる職員の育

成に加え、人材の確保や職場環境の整備を総合

的に推進することが求められております。 

 このため、デジタル技術の活用による業務改

革をテーマとした講演会の開催など、時代の要

請に即した内容となるよう研修を見直し、充実

に努めております。 

 今後も職員の意見を踏まえ、より効果的な研

修体制の構築を進めることで、組織全体の活力

を高め、市民サービスのさらなる向上につなげ

てまいります。 

 さらに、これまでの内部通報体制の強化策と

して、現行体制の課題を整理しつつ、新たに外

部通報窓口の設置に向けた検討にも着手してお

り、通報対応における公平性、客観性を確保す

ることにより、内部公益通報制度のさらなる充

実を図ってまいります。 

 次に、国際化と多文化共生社会の推進に向け

た取組として、本市では、世界の笑顔が花咲く

国際都市やつしろを目指し、取組を進めてござ

います。 

 まず、国際化の推進につきましては、ＪＩＣ

Ａ海外協力隊と連携した出前講座や国際交流員

によるイベント開催など、異文化理解の促進を

図る取組を進めているほか、多言語通訳システ

ムによる外国人市民のサポート体制の充実にも

努めております。 

 また、友好提携都市との交流においては、台

湾・新竹市と令和６年９月に新たに友好交流協

定を締結し、観光、産業、文化、スポーツ、教

育、科学技術等の幅広い分野で相互交流を行う

とともに、市民や民間団体の交流についても協

力し、促進することとしております。 

 さらに、中国・北海市との交流では、７月に

コロナ禍以来初めてとなる八代市青少年友好派

遣団として８名の高校生を広西壮族自治区に派

遣し、文化体験や現地の若い世代との交流を通

じて異文化理解を深めておりました。 

 今後も中国・北海市や台湾・基隆市及び新竹

市、それぞれの都市との連携を密に図りなが

ら、より一層国際交流を深めてまいります。 

 次に、多文化共生社会の推進につきまして

は、やつしろ国際協会を中心に、にほんご交流

ひろばや異文化カフェ、外国人市民を対象とし

た出前講座をはじめ、外国人市民との交流や、

様々な国、地域との文化、習慣に触れることを

目的とした国際交流ふれあいフェスタを開催し

ております。 

 これらのイベントを通じて、協会の会員はも

ちろんのこと、若い世代をはじめとした市民の

皆さんが気軽に参加できるよう、楽しみながら

異文化共生の意識を高める取組を官民一体とな

って展開をしてまいりました。 

 今後も協会の活動を広く市民の皆様に周知す

るとともに、言葉の壁を越え、地域でお互いの

異文化に触れ、お互いを理解する多文化共生社

会の実現につなげてまいります。 

 最後に、市長公室として、広報・広聴や人材

育成、組織づくり、国際化と多文化共生の推

進、そして全庁的な連携強化という視点に立ち

ながら、常に改善と向上の意識を持って事業に

取り組んでまいりたいと考えております。 

 以上、市長公室の決算審査に際しましての事

業総括とさせていただきます。 

○総務企画部長（田中 孝君） 皆さん、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）総務
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企画部、田中でございます。よろしくお願いい

たします。 

 それでは、着座にて説明させていただきま

す。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○総務企画部長（田中 孝君） それでは、第

２款・総務費のうち、令和６年度の総務企画部

関係の主な事業について総括を申し上げます。 

 まず、八代・天草シーライン建設促進につい

てですが、令和６年度は行政期成会として、７

月と１１月に本市の政府要望に併せて、国への

要望活動を実施しております。 

 また、昨年度は、県協議会が行っている国へ

の要望に、行政期成会ほか３期成会が一堂に会

した合同要望を初めて実施いたしました。 

 八代・天草シーラインに関係する全ての期成

会が一体となり要望を行うことで、これまで以

上に地元の熱い思いを国へ届けることができて

いると考えております。 

 今後も引き続き、県協議会や市議会議員連

盟、民間期成会等と連携、協力し、八代・天草

シーライン構想の早期実現に向けて取り組んで

まいります。 

 次に、移住・定住の促進についてですが、移

住を検討している方からの相談や質問に対し、

ワンストップ窓口として随時対応を行っている

ほか、東京、大阪など大都市圏での移住相談会

等に参加し、本市の魅力や支援制度のＰＲ等を

行っております。 

 また、本市へ移住された方に対しては、移住

支援金や移住・定住促進補助金の支給を行うこ

とで、移住・定住の促進を図っております。 

 今後も、昨年１０月にリニューアルした移住

定住サイトやつしろＬＩＦＥや、大都市圏にお

ける移住フェアなどを活用して積極的な情報発

信を行い、一人でも多くの方に本市を選んでい

ただけるよう、事業を推進してまいります。 

 次に、公共交通についてですが、高齢化や人

口減少が進む中、市民の移動ニーズに応じた安

定した交通サービスを確保するため、路線バス

や乗り合いタクシー、肥薩おれんじ鉄道などに

対し運行支援を行っております。 

 近年の物価高騰や人件費高騰により、交通事

業者への市の運行補助も増大するなど、公共交

通の維持確保は難しくなっておりますが、今後

も引き続き、市民の移動ニーズや利用状況を踏

まえ、公共交通の利便性向上や効率化を図って

まいります。 

 加えて、新八代駅周辺や県営工業団地の整備

に伴う新たな移動ニーズへの対応や、地域にあ

る輸送資源を活用した柔軟な公共交通の導入に

ついても検討してまいります。 

 次に、デジタル化の推進についてですが、ス

マートシティやつしろの実現に向け、八代市デ

ジタル化推進基本計画に基づき、本市のデジタ

ル化を進めており、令和６年度はデジタル田園

都市国家構想交付金を活用し、ポータルアプリ

やつしろポータルの運用を開始いたしました。 

 また、各種証明書交付などの行政手続におけ

るオンライン申請、公共施設のオンライン予約

システムの機能充実などと併せ、デジタルが苦

手な方を対象とした出張スマホ教室を開催する

など、デジタルデバイドに配慮した支援策にも

取り組んでおります。 

 今後も引き続きデジタル技術を積極的に活用

し、業務の効率化及び市民サービスの向上に努

めるとともに、市民のデジタル活用の支援に取

り組んでまいります。 

 最後に、各支所においては、支所庁舎の管

理、整備を行うとともに、地域の特性を生か

し、地域づくり活動の充実や住民自治の推進、

防災意識の向上を図るため、地域振興・地域づ

くり活動助成金による地域振興事業を実施して

おります。 

 総務企画部では、市の施策等の総合的な企画

調整、支所管内の地域振興、県や国などへ向け
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た対外的な業務等を併せ持っております。今後

も引き続き、市が目指す将来像の実現に向け、

限られた予算や人材を効果的に活用しながら、

デジタル化の推進による市民サービスの向上と

業務の効率化を進め、時代の変化に応じた施策

を展開できるよう、積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。 

 以上、総務企画部の総括とさせていただきま

す。 

○財務部長（松川由美君） 財務部、松川でご

ざいます。 

 それでは、申し訳ございませんが着座にて発

言させていただきます。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○財務部長（松川由美君） 令和６年度決算審

査をお願いするに当たりまして、財務部所管分

について総括を述べさせていただきます。 

 財務部は、財政課、財産経営課、契約検査課

及び税関係を所管します市民税課、資産税課、

納税課の計６課で構成されておりまして、分掌

事務は、市有財産や財政に関すること、また入

札・契約事務などに関することなどでございま

す。 

 まず、市有財産関係につきましては、管理施

設として本庁舎がありますが、令和４年度完成

以降、社会の要請などに対応しながら、適切な

維持、保守管理に努めているところでございま

す。 

 令和６年度は、これまで包括的に委託してい

た運転業務、総合案内業務、守衛業務に清掃業

務を加えた業務委託を行い、指揮系統を統一す

ることで業務間の連携が図られ、より効率的な

庁舎管理につながっています。来庁者サービス

の質を維持向上できるよう、今後も継続して取

り組んでまいります。 

 また、その他の公共施設マネジメントにつき

ましては、八代市公共施設等総合管理計画や八

代市公共施設個別施設計画を推進し、各部課所

管の各施設の適正な維持管理に向け情報の共有

に努めるとともに、未利用地や廃校施設などの

有効活用を行うことで、財政負担の軽減や更新

費用の平準化を図っているところでございま

す。 

 加えて、公用車管理につきましては、令和７

年度から財務部で集中管理することとなってお

りましたので、令和６年度内にシステム構築や

共用車両の選別、車両データ作成、職員説明会

の実施など準備を進め、新年度初めからのスム

ーズな導入に努めました。 

 次に、入札・契約事務関係につきましては、

令和５年度に導入した契約管理システム及び工

事関係業務における競争入札参加資格申請シス

テムを活用して事業者の方の負担軽減に努め、

事務の効率化を図りました。 

 それ以前に導入しておりました電子入札シス

テムと併せて有効活用することで、事業者の方

々にとりましては、事務手続の平易化、容易化

につながっていると思っております。 

 本事務手続においては、今後も透明性、公平

性、競争性が確保されたものになるよう、適正

な執行に努めてまいります。 

 次に、財務関係でございます。 

 まず、自主財源である市税関係について申し

上げます。歳入につきましては、先ほど角田次

長のほうから決算書に沿って説明申し上げまし

たので、内容が重複してしまう部分もございま

すが、お許しをいただきたいと思います。 

 令和６年度の市税の決算額は、全体として前

年度比で約２億２３００万円、１.３８％の減

となっております。 

 これは、市民税において国の経済対策である

定額減税が実施されたことなどにより、前年度

比で約２億５８００万円、５.１６％の減とな

ったこと、固定資産税において、令和６年度が

評価替えの年度であり、家屋の経過年数に応じ

評価額が減少したことなどにより、現年度分が
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約４７００万円、０.５４％の減となったこと

が主な理由でございます。 

 収納率につきましては、前年度の９７.０

３％から９７.２１％に上昇しております。 

 なお、市有債権管理の一元化につきまして

は、納税課債権対策室におきまして、市の差押

えにより徴収できる公債権の一元化を進めてお

り、介護保険料、後期高齢者医療保険料なども

市税と合わせた滞納整理を行うことで、歳入の

確保に努めているところでございます。 

 今後も税３課は、地方税法に基づき適正に課

税、収納することに努めてまいります。 

 それから最後になりますが、財務関係のうち

財政状況についてでございます。 

 令和６年度決算では、実質収支が約１６億４

２００万円となり、昨年度に引き続き黒字でご

ざいます。 

 また、基金残高は、ふるさと八代元気づくり

応援基金積立金の増や、令和５年度決算におい

て実質収支の一部を財政調整基金へ積み立てた

ことなどにより、前年度比約７億７４００万円

増の約１２０億６２００万円となりました。 

 今後も引き続き、基金の効果的な活用と併

せ、後年度の財政需要へ備えた基金確保に努め

てまいります。 

 一方、市債残高は、臨時財政対策債などの財

源補填債の減少で前年度より減となりました

が、今後、坂本町の創造的復興や、本年発生い

たしました８月大雨からの復興・復旧、また給

食センター整備など投資的経費の増大が見込ま

れておりますことから、将来負担を意識し、地

方交付税が措置される有利な市債を活用するな

ど、将来世代に過度な財政負担を残さないよ

う、財政負担の平準化や世代間負担の公平性を

図る財政運営に努めてまいります。 

 以上、財務部の総括説明とさせていただきま

すが、特に財政面につきましては、引き続き健

全で持続可能な財政基盤の確立を図りながら、

物価高騰など社会情勢の変化に的確に対応でき

るよう、効率的、効果的な財政運営を行ってま

いりたいと考えております。よろしくお願いい

たします。 

○市民環境部長（岩崎伸一君） 皆様、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）市民環

境部の岩崎でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 失礼ながら着座にて説明させていただきま

す。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○市民環境部長（岩崎伸一君） それでは、第

２款・総務費のうち、市民環境部が所管いたし

ます市民活動政策課、人権政策課、市民課の主

な取組につきまして、総括をさせていただきま

す。 

 まず、市政協力員制度についてでございま

す。市政協力員制度は、市民と行政をつなぐ重

要な仕組みの１つであり、市政協力員の皆様に

は、地域行事や防災活動など、地域住民の暮ら

しに密着した活動を通じて、地域の絆を深め、

地域の課題や要望を行政に伝えるなど、重要な

役割を担っていただいております。 

 しかし、近年、コミュニティーの希薄化や担

い手の高齢化、活動内容の負担感などにより、

市政協力員の成り手不足が懸念されております

ことから、制度周知や情報発信を強化し、各地

域から御意見をいただきながら、制度運営の見

直しについて検討を行ってまいります。 

 また、協働によるまちづくりの取組では、地

域活動の拠点施設であるコミュニティセンター

の整備を行うとともに、全ての地域協議会に対

しまして、協議会の安定した組織運営と地域の

特色を生かしたまちづくり活動が円滑に実施で

きますよう支援策を講じてまいります。 

 続きまして、人権啓発に関する取組につきま

しては、八代市人権問題啓発推進協議会や八代

地域人権教育のための推進会議、そして千丁支



 

－22－

所に設置している人権啓発センターにおいて様

々な啓発活動を実施しており、今後も市民の人

権意識の高揚と、人権が尊重された平等なまち

づくりの実現を目指してまいります。 

 また、男女共同参画に関する取組では、令和

５年度に策定しました第３次八代市男女共同参

画計画に基づき、女性の活躍推進やワーク・ラ

イフ・バランスの充実を図るための周知啓発に

取り組むとともに、前年度における計画の取組

状況等について点検・評価を行っております。 

 また、青少年の健全育成に関する取組では、

青少年指導員による街頭指導やヤングテレホン

やつしろによる相談業務のほか、各種団体との

連携による社会を明るくする運動や各学校との

青少年育成業務などを行っており、引き続き青

少年の健全育成に取り組んでまいります。 

 続きまして、戸籍、住民基本台帳等の窓口業

務に関する取組につきましては、本年１月より

市民課窓口業務の一部を民間事業者に委託し、

キオスク端末の設置やフロアマネジャーの配置

など、新たな取組も実施しております。 

 今後も、民間のノウハウを活用し、サービス

の充実を図るとともに、効率的な窓口運営と職

員が審査などの担当業務により専念できる環境

を整備し、もって市民サービスの向上に努めて

まいります。 

 最後に、マイナンバー制度についてでござい

ますが、デジタル社会実現の基盤となるマイナ

ンバーカードを市民に広く普及させるため、カ

ードの申請受付や交付、更新等の業務を行って

おります。 

 昨年度は、外出が困難な方の自宅や病院、施

設に赴く出張申請サポートを行うとともに、木

曜日の延長窓口に加えて、土日にも開設日を設

け、カードの健康保険証利用の拡大に合わせて

臨時窓口も開設いたしました。 

 また、各支所及び日奈久出張所にタブレット

端末を設置し、利便性の向上とデジタル化の推

進を図っております。 

 今後もきめ細やかなサービスを行いながら、

マイナンバーカードの普及促進と保有率向上に

努めてまいります。 

 以上が、市民環境部が所管します総務費の主

な取組でございます。いずれも市民生活に直結

する分野でありますことから、何よりも市民の

皆様の声にしっかりと耳を傾け、的確に対応し

ていかなければならないと考えております。今

後も市民協働の実現、人権が尊重されるまちづ

くり、市民サービスの向上に向け、各種事業を

推進してまいります。 

 以上、市民環境部の総括とさせていただきま

す。 

○委員長（木村博幸君） 午前中の審査は、第

２款・総務費中、当委員会関係分及び第１１

款・公債費、第１２款・諸支出金、第１３款・

予備費の総括までとし、休憩いたします。午後

は１時から再開いたします。 

（午前１１時５３分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時００分 開議） 

○委員長（木村博幸君） 休憩前に引き続き総

務委員会を再開いたします。 

 それでは、第２款・総務費中、当委員会関係

分及び第１１款・公債費、第１２款・諸支出

金、第１３款・予備費について説明願います。 

○財務部次長（角田浩二君） 皆さん、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）財務

部、角田でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、失礼いたしまして着座にて御説明

させていただきます。 

 それでは、歳出のうち、総務費、公債費、諸

支出金、予備費の関係分につきまして、令和６

年度における主要な施策の成果に関する調書

（その１）及び一般会計歳入歳出決算書を用い

まして説明をいたします。 
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 それでは、主要施策調書その１の１０ページ

をお願いいたします。 

 まず、歳出決算の状況でございますが、款

２・総務費の支出済額は上段の表（イ）目的別

の中ほどの列の支出済額（Ｂ）の２段目、９２

億５３７４万２０００円で、その２つ右の執行

率は９６.４％、その右、構成比は１２.９％で

ございます。前年度と比較して１６億９９７４

万９０００円、２２.５％の増となっておりま

す。 

 その主要な要因は、定年の段階的延長により

令和６年度は定年退職者が発生することによる

退職金の増や、標準準拠システム導入に係る経

費や坂本支所及び坂本コミュニティセンターの

建設事業などによるものです。 

 下のほうになりますが、款１１・公債費の支

出済額は７４億６万円で、執行率１００％、構

成比は１０.３％でございます。前年度と比較

して４億１０１万８０００円、５.７％の増と

なっております。 

 その主な要因は、新庁舎建設に係る災害復旧

費の元金償還が本格化したことに伴う増などで

ございます。 

 その下の款１２・諸支出金の支出済額は１７

億３６９７万９０００円で、執行率は９９.

６％、構成比は２.４％でございます。前年度

と比較して７億２２１２万８０００円、７１.

２％の増となっております。 

 増の主な要因は、令和６年度のふるさと元気

づくり応援寄附金が前年度より大幅に増えたこ

とに伴う、ふるさと八代元気づくり応援基金へ

の積立金が増額となったためでございます。 

 それでは、個々の歳出の決算について、主な

ものを順次説明いたします。 

 １１ページをお願いいたします。 

 款２・総務費の主な事業につきまして、ま

ず、表の上にある事務事業名を申し上げ、事業

の概要、決算額、特定財源及び今後の方向性の

順で説明を行います。 

 １４ページをお願いいたします。 

 下段の職員研修事業でございますが、新規採

用職員研修や新任係長研修など、階層ごとの知

識を習得する階層別研修のほか、特別研修にお

いては、効果的な人材育成につなげる人事評価

研修や、年間を通して実施する政策立案研修な

どにより、職員に共通して求められる知識や技

能の習得を図るとともに、良好な職場環境の整

備に向け、メンタルヘルス研修やハラスメント

防止研修等を実施し、職員の意識啓発に努めて

おります。 

 また、自治大学などの研修専門機関に職員を

一定期間派遣し、高度で専門的な知識を習得す

る派遣研修のほか、通信教育の受講や業務に関

する資格取得費用の助成により、職員の自己啓

発に対する支援を行っております。 

 決算額は７３５万９０００円で、主なものは

特別研修の研修委託、動画購入費用等の１５６

万８０００円、派遣研修の旅費、受講負担金の

４５８万９０００円及び、自己啓発の通信教育

等の５８万５０００円などでございます。 

 特定財源は、熊本県市町村振興協会からの市

町村交付金１１１万３０００円でございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、今後も職員の意見等を踏まえ、時

代に即した内容やさらなる効果が得られるよう

常に工夫をしながら充実を図るとともに、研修

の目的や内容に応じて、効率的、効果的に研修

を実施してまいりたいと考えております。 

 １５ページをお願いいたします。 

 上段のふるさと納税事業ですが、生まれ育っ

たふるさとや応援したい自治体に寄附した場

合、寄附金額に応じて一定額が個人住民税、所

得税から控除される制度で、近年多くの自治体

が力を入れており、本市においても平成２７年

８月からポータルサイトを活用し、八代市の魅

力発信を行いながら、自主財源確保へ向け事業
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を拡充しております。 

 決算額は１９億４５６３万８０００円で、ふ

るさと納税返礼品として１２億３９３６万７０

００円、寄附の申込み受付から特産品の発注、

配送管理まで行うふるさと納税委託料として６

億６５１３万９０００円、決済手数料として６

９２万３０００円などが主なものでございま

す。 

 特定財源は、ふるさと元気づくり応援寄附金

で、決算額と同額の１９億４５６３万８０００

円でございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としております。 

 令和５年度の寄附金額が２１億２８２万１０

００円に対し、令和６年度は３４億８９７０万

１０００円となり、前年度比６６％の増、３年

連続で２０億円を超える寄附をいただいており

ます。 

 しかしながら、本年１０月から制度改正でポ

ータルサイトのポイントが廃止されるなど、年

々制度が変更され、自治体にも適切な対応が求

められております。本市では、そのような状況

下においても、今後は本市のまちづくりを推

進、加速させていくため、新たな加工品開発に

よる寄附金額の増加や、その収益を効率よくま

ちづくりへ投資できる仕組みづくりに取り組ん

でいきたいと考えております。 

 下段の国際理解と外国人支援事業でございま

すが、日本人市民の国際理解や国際感覚の醸成

を図るとともに、近年増加傾向にある外国人市

民の窓口における相談体制の整備をはじめ、日

本語の学習機会や日本人市民との交流機会の創

出など、支援に取り組んでおります。 

 具体的には、小中学生を対象とした出前講座

異文化たいむでは、本市の国際交流員やＪＩＣ

Ａ海外協力隊経験者による講話、技能実習生と

の交流によって国際理解の促進を図っておりま

す。 

 また、外国人市民が暮らしやすいまちづくり

として、本庁総合案内所への母国語交流員の配

置や、多言語通訳システムによる言語サポート

を行い、窓口相談に対応できる体制を整備して

おります。 

 この多言語通訳システムは、タブレット端末

による映像通訳が１５言語、電話による音声通

訳が２０言語に対応しており、本市の外国人市

民の９割以上をカバーできるものとなっており

ます。 

 決算額は１６６万９０００円で、多言語通訳

システム運用経費１２８万円が主なものでござ

います。 

 なお、特定財源は、外国人受入環境整備交付

金７８万７０００円でございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、子供たちの国際理解のさらなる涵

養を図り、外国人との交流を通じて地域での共

生について学びを深めてもらうとともに、今後

ますます増加が見込まれる外国人市民にとっ

て、より暮らしやすいまちづくりを進めるた

め、多言語通訳システムの市民への一層の有効

活用や、日本語の学習機会、外国人市民と日本

人市民の交流する機会の創出など、多文化共生

へのさらなる意識の醸成に引き続き取り組んで

まいります。 

 次に、１８ページをお願いいたします。 

 上段の令和６年能登半島地震支援事業（職員

派遣）は、令和６年１月１日に発生した能登半

島地震により被災された自治体に対しまして、

本市の職員を派遣する支援活動を行っておりま

す。 

 決算額は５０６万５０００円で、職員派遣旅

費が主なものでございます。 

 今後の方向性は、完了、終了としており、今

後も大規模災害が発生した際には、被災自治体

と連絡を取りながら、状況に応じた支援活動を

行ってまいります。 
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 下段の広報広聴活動事業でございます。広報

業務としましては、広報やつしろを毎月発行し

ますとともに、ホームページやＳＮＳなどを活

用して、市の情報を発信しております。また、

広聴業務は、市長への手紙、まちづくり出前講

座などを実施しております。 

 決算額は５５９５万３０００円で、広報やつ

しろ印刷製本費が４８３１万６０００円、市ホ

ームページリニューアル業務委託６０５万円が

主なものでございます。 

 特定財源は、広報紙及びホームページの広告

料収入６６０万円でございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、ホームページの全面リニューアル

や広報紙の紙面充実などを通して、市の情報発

信力の強化をするなど、広報広聴活動の充実を

図ることとしております。 

 次に、１９ページをお願いいたします。 

 下段の市庁舎管理運営事業でございますが、

この事業では、本庁舎の保守点検、維持管理の

ほか、総合案内業務や警備業務を行っておりま

す。 

 決算額は２億４４９６万８０００円で、市庁

舎総合管理業務委託料１億２６１７万１０００

円、清掃業務委託料２１１３万２０００円、坂

本支所仮設庁舎リース料１７３２万４０００円

が主なものでございます。 

 特定財源は、市債１７３０万円などでござい

ます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、市庁舎管理に必要な業務につい

て、総合管理方式での業務委託による管理運営

を継続することとし、今後も市民サービスの質

が維持向上できるよう、総合管理受託業者と情

報共有を図りながら対応してまいります。 

 次に、２０ページをお願いいたします。 

 上段の市庁舎管理運営事業（東陽支所）は、

八代市重点戦略、八代市公共施設等総合管理計

画をはじめとする各種計画に沿って、支所の移

転または改修等について検討を行うため、庁舎

の劣化度調査業務委託、河俣集会所解体工事に

係るアスベスト調査及び解体工事、支所庁舎に

引き込んである高圧ケーブルの更新工事を実施

するものです。 

 決算額は２２４８万８０００円で、支所庁舎

劣化度調査業務委託料が６３１万４０００円、

河俣集会所解体工事９９１万４０００円、支所

庁舎高圧ケーブル更新工事１２９万８０００円

が主なものでございます。 

 特定財源は、電気等使用料等８０万円でござ

います。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、支所庁舎劣化度調査業務委託にて

支所庁舎の構造躯体、設備、外装等の劣化状況

の調査を実施した分析結果を基に、支所庁舎の

今後の方向性の検討を行ってまいります。 

 下段の市有財産管理事業は、普通財産の管理

と運用（貸付、売却）、公用車の車検・修理等

の保守、維持管理、公用車管理業務を省力化す

るためのシステムを導入し、経費削減と効果

的、効率的な管理運用体制を構築、あわせて普

通財産（土地、建物）の運用管理、未利用財産

の活用を進めております。 

 決算額は１１３９万１０００円で、公用車ガ

ソリン代２０３万５０００円、施設修繕費１５

４万５０００円が主なものでございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、今後も普通財産の適正管理を続け

ていくとともに、貸付けや売却を行うことで、

維持管理費の削減効果、財産収入を確保してま

いります。 

 次に、２１ページをお願いいたします。 

 上段の市庁舎施設整備事業（鏡支所）は、本

市の鏡支所庁舎につきまして、建設後３６年が

経過し、照明、空調設備等が老朽化したことに

伴い、照明のＬＥＤ化、空調施設改修を行うと
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ともに、支所の空きスペースを有効活用するた

めに隣接する鏡保健センターを支所の２階に移

転するなど、大規模改修を行うものです。 

 本事業は令和５年度と令和６年度の２か年事

業で、総事業費が２億６３２３万３０００円で

あり、令和６年度の決算額は１億５８７７万７

０００円でございます。 

 特定財源は市債で、１億５０８０万円でござ

います。 

 今後の方向性は、完了、終了としており、今

後とも庁舎の老朽化のため、必要に応じ改修等

を行い、適切に管理を行ってまいります。 

 下段の泉支所移転関係事業は、本市の泉支所

庁舎につきまして、建設後５０年が経過し、老

朽化したことに伴い、振興センターいずみへ移

転するため、大規模改修等を行うものです。 

 令和６年度の決算額は７８６１万７０００円

でございます。振興センターいずみ改修工事７

１７６万４０００円が主なものでございます。 

 特定財源は、市債６８１７万５０００円でご

ざいます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、当初予定では令和６年度中の完了

を目指してまいりましたが、資材の調達に時間

を要するなどの理由から改修工事が年度を繰り

越すこととなり、その他関連業務を含め支所移

転が完了する令和７年度まで事業を継続するこ

ととしております。 

 ２２ページをお願いいたします。 

 上段の定住促進対策事業では、第２期八代市

まち・ひと・しごと創生総合戦略等の効果検証

を行うため、外部委員による会議の開催費用

や、東京、大阪などで開催される移住相談会へ

の参加費用、県外からの移住を促進するための

支援金などが主な内容となっております。 

 中でも八代市移住・定住促進補助金につきま

しては、県外から本市へ移住された子育て世代

を中心とした若者世代を応援するため、住宅を

取得または賃借された際にその費用を支援する

もので、住宅の取得は最大５０万円、賃借の場

合は最大３０万円の補助を行うものでございま

す。 

 なお、昨年度の実績は１６件でございます。 

 決算額は７２７万９０００円で、東京圏から

本市に移住し、対象となる求人に就職された方

へ支給する移住支援金３６０万円と、移住・定

住促進補助金３１５万円が主なものでございま

す。 

 特定財源は、熊本県移住支援事業費補助金２

７０万円、熊本県移住定住促進すまい支援補助

金１０１万２０００円及びふるさと八代元気づ

くり応援基金繰入金２１３万８０００円でござ

います。 

 今後の方向性は、市による実施、規模拡充と

し、東京や福岡等で開催される移住相談会への

参加や、八代市移住定住サイトやつしろＬＩＦ

Ｅなどを活用しながら本市の魅力を発信し、さ

らに移住・定住促進を図ってまいります。 

 ２３ページをお願いいたします。 

 上段の八代・天草シーライン建設促進事業で

は、八代・天草シーラインの早期実現を目指

し、県南・天草地域１８市町村で構成する八

代・天草シーライン建設促進期成会の事務局と

して、会員市町村との調整や、県知事をトップ

とする八代・天草シーライン建設促進協議会な

どと連携した国への要望活動や構想推進大会を

開催しております。 

 決算額は１０７万円で、八代・天草シーライ

ン建設促進期成会負担金５万円、同促進協議会

負担金５２万３０００円、同促進民間協力期成

会補助金４２万５０００円でございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

とし、県協議会や行政期成会、民間協力期成会

等と協力・連携し、国への要望活動や地元の機

運醸成のため、構想推進大会等を開催するな

ど、早期実現に向けて事業の促進を図ってまい
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ります。 

 ２４ページをお願いいたします。 

 上段の住民自治推進事業は、住民自治による

まちづくりの実現のために、市内２１の地域協

議会が主体的に行うまちづくり活動を交付金や

補助金を通じて支援し、住民と行政の協働によ

るまちづくりを推進するものです。 

 決算額は７３０３万円で、２１地域協議会に

対する地域協議会活動交付金６６６６万９００

０円、地域みらいづくり補助金６３０万円など

が主なものでございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

とし、住民自治による住民と行政の協働のまち

づくりの推進のために、地域協議会による円滑

な運営及び主体的に行うまちづくり活動を引き

続き支援してまいります。 

 少し飛びまして、３０ページをお願いいたし

ます。 

 下段の地域情報化事業では、八代市における

地域の情報化の推進を目的として、携帯電話不

感地域対策や難視聴対策として、本市のケーブ

ルテレビから民間テレビ放送サービスへの移行

を進めるとともに、情報インフラとして公共施

設のＷｉ－Ｆｉ整備を行っております。 

 決算額は２億５２万６０００円で、主なもの

は、難視聴地域テレビ放送設備構築事業補助金

１億７６９４万１０００円が主なものです。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

とし、公共施設のＷｉ－Ｆｉ整備については、

令和６年度までに、坂本コミュニティセンター

以外のコミュニティセンター１９か所の整備を

完了しております。 

 ３１ページをお願いいたします。 

 上段のデジタル化推進事業では、本市のデジ

タル化を推進するため、八代市デジタル化推進

基本計画を策定し、進捗管理を行っておりま

す。また、デジタル化技術を活用し、２４時間

いつでもどこでも利用できるデジタル市役所の

構築に必要な環境整備にも取り組んでおりま

す。 

 決算額は２０８１万３０００円で、ポータル

アプリ構築・運用保守業務委託１６４１万４０

００円が主なものでございます。 

 特定財源は、デジタル田園都市国家構想交付

金８２０万７０００円でございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

とし、行政のデジタル化を推進するため、内部

事務の自動化、効率化やオンライン申請システ

ムなどの活用により、市役所内部の業務改善及

び市民の利便性向上を図ってまいります。 

 また、高齢者等のデジタル機器の取扱いに不

慣れな方を対象にスマホ教室を開催するなど、

デジタル活用支援の取組を進めることとしてお

ります。 

 次に、３２ページをお願いいたします。 

 上段の防犯灯設置事業では、夜間の犯罪を防

止し、市民が安心して生活できる住みよいまち

づくりを推進するため、町内会等への防犯灯設

置補助金の交付などを行っております。 

 決算額は５５１万５０００円で、防犯灯設置

補助金４９３万５０００円が主なものでござい

ます。 

 特定財源は、ふるさと八代元気づくり応援基

金繰入金４９３万５０００円でございます。 

 今後の方向性は、市による実施、規模拡充と

しており、２０２７年末までに蛍光灯の製造が

中止されることから、防犯灯の設置や維持管理

を行う自治会等に対しＬＥＤ化を推奨するとと

もに、防犯灯の修繕及び新設に係る費用を対象

とする補助事業の拡充に取り組んでまいりま

す。 

 下段の生活交通確保維持事業では、地域住民

の公共交通手段を確保するために、路線バスや

乗合タクシー等への運行補助を行っておりま

す。 

 また、令和６年度には、八代市地域公共交通



 

－28－

計画に基づいて、一部路線バスから乗合タクシ

ーへの転換や運行便数、乗降場所の追加などの

見直しのほか、ＡＩデマンドタクシーの実証運

行を行っております。 

 決算額は３億８１８６万４０００円で、乗合

タクシー運行事業補助金１億６９７万円、地方

バス路線維持費補助金２億６００５万１０００

円などが主なものでございます。 

 特定財源は、地域公共交通確保維持改善事業

費補助金１４３５万７０００円や、熊本県生活

交通維持・活性化総合交付金２４２４万８００

０円が主なものでございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

とし、現在策定中の第２次八代市地域公共交通

計画においても、引き続き地域の実情に応じた

公共交通の最適化を図るとともに、新たな開発

にも対応した柔軟な公共交通サービスの提供に

も取り組んでいくこととしております。 

 次に、３３ページをお願いいたします。 

 上段の人権啓発推進事業ですが、様々な立場

の人が連携・協力し、人権教育、人権啓発の推

進組織である八代市人権問題啓発推進協議会及

び八代市と氷川町で構成する八代地域人権教育

のための推進会議を中心に、人権教育、人権啓

発を推進するもので、広報誌しあわせの発行や

人権子ども集会・フェスティバルなどのイベン

トによる啓発を行っております。また、ホーム

ページやオンラインなど、様々なメディアを活

用しながら啓発を行っております。 

 決算額は８２５万１０００円で、八代市人権

問題啓発推進協議会交付金３８０万円、八代地

域人権教育のための推進会議負担金１５０万円

が主なものでございます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

とし、八代市部落差別をはじめあらゆる差別の

解消及び人権擁護に関する条例を踏まえ、人権

尊重を基調とする差別のない明るい八代の実現

を目指すこととしております。 

 ３４ページをお願いいたします。 

 下段の青少年健全育成事業ですが、青少年指

導員延べ１４８６人が街頭指導を実施し、青少

年の非行及び被害の防止に取り組んでおりま

す。また、青少年相談員３人がヤングテレホン

やつしろによる電話、面接、メール等で相談を

受け付け、アドバイスを行っております。 

 決算額は９５７万９０００円で、青少年指導

員街頭指導謝礼３２９万１０００円、青少年相

談員報酬４８２万７０００円が主なものでござ

います。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

とし、これからも青少年指導や青少年相談員の

スキル向上に取り組むとともに、青少年を取り

巻く社会環境の変化に応じた事業を実施するこ

ととしております。 

 次に、３５ページをお願いいたします。 

 上段のコミュニティセンター施設整備事業

は、市民の地域活動の拠点であるコミュニティ

センターを整備することにより、利用者の安全

性、利便性の向上を図るもので、決算額は１９

９０万９０００円でございます。 

 内訳といたしましては、龍峯コミュニティセ

ンター自動ドア修繕のほか８０件で６４０万５

０００円、鏡コミュニティセンター外壁及び屋

上防水工事設計委託で５６６万円、金剛コミュ

ニティセンター建替用地測量業務委託ほかで３

９８万５０００円が主なものでございます。 

 特定財源は、市債９５８万５０００円でござ

います。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

とし、多くのコミュニティセンターが築３０年

以上経過しているため、八代市公共施設等総合

管理計画及び八代市公共施設個別施設計画等の

方針に基づき、計画的に改修、改築を進めてい

くこととしております。 

 次に、３８ページをお願いいたします。 

 上段の戸籍住民基本台帳事務事業では、戸籍
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及び住民基本台帳、印鑑登録に関する届出、受

付と公募記載、さらにこれらに伴う各種証明書

等の交付業務を行っております。 

 決算額は１億５１８万８０００円で、会計年

度任用職員の報酬や手当など４１６４万６００

０円、戸籍システム機器のリース料やシステム

の保守料など１１９０万６０００円、６行目の

市民課窓口業務委託料２１４５万１０００円、

８行目の戸籍の振り仮名通知機能追加に係る戸

籍情報システム改修委託費１８９万２０００

円、繰越分といたしまして、戸籍の振り仮名記

載等に係る戸籍情報システム改修委託費９７９

万円、同じく戸籍の振り仮名記載等に係る住民

基本台帳システム改修委託費１１６６万円が主

なものでございます。 

 特定財源は、社会保障・税番号制度システム

整備費補助金等の国庫支出金２３３４万６００

０円、その他特定財源として戸籍住民基本台帳

手数料４５７７万３０００円が主なものでござ

います。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としております。 

 本年１月より市民課窓口業務の一部委託を民

間事業者に委託したところでございますが、引

き続き民間事業者の専門知識と創意工夫を最大

限活用し、市民サービスの充実と効率的な業務

運営を図るとともに、窓口のデジタル化にも取

り組むことで市民の利便性の向上に努めてまい

ります。 

 下段の番号制度導入事業では、マイナンバー

カードの交付や申請受付、更新業務などを行っ

ております。 

 決算額は４７７５万円で、会計年度任用職員

の報酬や手当２２７２万６０００円、６行目の

住基システム機器リース料３００万円、２行下

のマイナンバーカード交付申請業務委託料５３

１万３０００円が主なものでございます。 

 特定財源は、国庫支出金のマイナンバーカー

ド交付事務費補助金３７８１万２０００円でご

ざいます。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としております。 

 引き続きマイナンバーカードの取得促進に向

けた取組を進めていくとともに、今後はマイナ

ンバーカードや電子証明の更新需要の急増を見

据え、円滑な交付申請受付が可能な窓口体制の

整備に努めてまいります。 

 次に、３９ページをお願いいたします。 

 上段の衆議院議員選挙事業は、決算額７９７

３万５０００円で、投票事務、開票事務、期日

前投票事務等に係る時間外勤務手当２７１２万

６０００円、投票案内はがき等郵送料等８５１

万９０００円、選挙用ポスター掲示場作製・設

置・保守・撤去委託費８６３万６０００円が主

なものでございます。 

 特定財源は、県支出金、衆議院議員選挙委託

金７３５３万５０００円です。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

とし、公正公平な選挙の執行に努めてまいりま

す。 

 次は、大きく飛びまして１３７ページをお願

いいたします。 

 上段の減債基金事業でございますが、大型事

業で借り入れた市債の償還により大きくなった

財政負担を軽減するため、決算上、剰余金が見

込まれるときなどに基金を積み立て、将来の償

還財源として確保し、平準化を図るものでござ

います。 

 決算額は２億３６１万６０００円で、そのう

ち元金である１億９６５３万４０００円は、令

和５年度に引き続き、国の補正予算により普通

交付税の算定費目に臨時財政対策債償還金費が

臨時的に創設され、後年度の償還分として追加

交付されたため、その算定額を積み立てたもの

であり、そのほかに利子７０８万２０００円を

積み立てたものでございます。 
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 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、新庁舎建設に係る償還が本格化す

るため、取崩し額は増加する予定でございます

が、坂本町の復旧事業など大型事業による公債

費の増額にも備える必要があると考えておりま

す。 

 また、令和６年度の元金積立金の２分の１ず

つが、令和７年度及び令和８年度の普通交付税

算定額から控除されることとなっているため、

それぞれの控除額を臨時財政対策債償還分とし

て取り崩す予定としております。 

 下段のふるさと八代元気づくり応援基金事業

ですが、ふるさと納税制度を利用して寄せられ

た寄附金を基金に積み立て、誰もがいきいきと

暮らせるまちなど、基金の活用目的に基づき実

施する事業の財源の創出を目的としておりまし

て、決算額１５億１８５６万４０００円は、積

立額の内訳として、事務費相当額などを除く寄

附金等を１５億１６５５万６０００円と利子２

００万８０００円を積み立てたものでございま

す。 

 なお、令和６年度末の基金残額は、基金活用

事業４１事業分に７億９３８８万１０００円を

取り崩したものの、積立額が上回ったため、前

年度より７億２４６８万３０００円を増加し、

１６億１０３１万５０００円となっておりま

す。 

 今後の方向性は、市による実施、現行どおり

としており、寄附額の増加に伴い、活用金額も

増加傾向でございます。これは返礼品増加や寄

附者への活用事業ＰＲなどを充実させている効

果の表れと考えております。引き続き市民ニー

ズを踏まえ、幅広い事業での活用を図っていき

たいと考えております。 

 資料変わりまして、一般会計決算書をお願い

いたします。 

 資料の１８８ページ、１８９ページの下段を

お願いいたします。 

 下のほうになりますが、款１１・公債費を御

覧ください。目１・元金の決算額は７０億８８

０１万７０００円で、国の財政融資や民間金融

機関などから借り入れた長期債の償還元金で、

前年度比３億８７６２万９０００円の増でござ

います。 

 また、目２・利子の決算額は３億１２０４万

２０００円で、主なものは元金と同様に長期債

の償還利子でございます。 

 続きまして、１９２、１９３ページをお願い

いたします。 

 中ほどになりますが、款１３・予備費を御覧

ください。予算額は２０００万円に対しまし

て、１９２ページ、右から２列目の予備費支出

及び流用増減ですが、予備費充用額は２３４万

４０００円でございます。これは、坂本町にあ

る中畑観音堂の御神木倒木に伴う伐採事業補助

金に充用したものでございます。 

 続きまして、総務費の主な予算流用を説明い

たします。ページを戻っていただきまして、１

００、１０１ページをお願いいたします。 

 款２・総務費、項１・総務管理費の中で、１

０１ページ、備考欄の下のほうの７節へ２款、

１項、５目、１８節からの流用４８９万１００

０円は、当初の想定を上回る寄附があり、ふる

さと納税返礼品代が不足するため流用したもの

でございます。 

 次に、１１０、１１１ページの中段でござい

ますが、項３、目１・戸籍住民基本台帳費の中

で、１１節より１２節へ流用９５万３０００円

は、健康保険証廃止に伴うマイナンバーカード

の駆け込み申請に対応するため、マイナンバー

カード交付申請業務の民間委託を１１月から１

月まで予定しておりましたが、その後も多くの

申請者が見込まれたことから、３月３１日まで

延長することで委託料が必要となり、流用した

ものでございます。 

 大きく飛びまして、１９０ページ、１９１ペ
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ージをお願いいたします。 

 款１２・諸支出金、項１・基金費につきまし

ては、目１・財政調整基金から、１９２、１９

３ページの目７・新型コロナウイルス感染症対

策基金費までのそれぞれの目の備考欄記載の流

用でございますが、一括運用利子が当初の見込

みより多かったことから、積立金が不足した基

金の目について、目４・ふるさと八代元気づく

り応援基金費から流用したものでございます。 

 以上、総務費、公債費、諸支出金、予備費の

関係分の説明とさせていただきます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（木村博幸君） それでは、以上の部

分について一括して質疑を行います。質疑あり

ませんか。 

○委員（金子昌平君） まずは職員採用・昇任

試験事業についてですけれども、今後の方向性

の理由の中に、女性登用の拡大などを図ってい

くということなんですけども、これまでの女性

登用の実績というのがあれば教えていただきた

いなと思います。令和２年度と令和６年度の比

較で大丈夫ですけど。 

○人事課長（田中博之君） 人事課の田中でご

ざいます。 

 委員お尋ねの、これ係長昇任試験への登用と

いうことでよろしかったでしょうか。（委員金

子昌平君「そうです」と呼ぶ） 

 現在のところなんですけども、管理職です

ね、これは令和６年４月１日現在でございます

が、管理職の立場ですね、課長職以上の職員の

立場にあるものは１１.６％、それから、管理

監督職、係長職ですね、こちらの立場にあるも

のが２５.６％を占めておりまして、昨年度

が、令和５年度が、管理職のほうが１２.

５％、監督職のほうが２５.７％というふうに

なっております。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

○委員（蓑田由貴君） ３２ページの生活交通

確保維持事業で、今後の方向性についてで、利

用者がなかなか増えていかないという状況の中

で、コロナだったり物価高、経費も高くはなっ

てはきてるんですけど、利用者が増えない、増

えないというか、増えない状況において、今後

どのようにしていくお考えなのかをお聞かせ願

いたいです。 

○地域政策課長（松本 亨君） 地域政策課の

松本でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 まず利用者につきましては、委員からもござ

いましたように一旦コロナでかなり落ち込んで

まいりました。その後は、徐々に回復傾向にあ

りまして、コロナ前までまだ完全に戻っている

状況ではございませんが、徐々に戻ってきてい

る状況でございます。 

 ただ、いかんせん人口減少が進んでおります

ので、全体の人口、利用者が減っているという

ことで、この公共交通の利用者も減少傾向にあ

るというような状況でございます。 

 その中で、一方で運行経費というのが物価高

騰、人件費等によりまして年々増加傾向にあり

ますので、この運行経費を抑えつつ、利便性を

損なわないように、例えば路線バスからダウン

サイジングをして乗合タクシーに転換をしてい

ったりですとか、また、ルート変更あたりも、

地域の要望を聞きながら、できるところは運行

ルートを変更したりとかというようなところを

行っております。 

 また、今後に向けてということで、昨年度は

ＡＩデマンドの実証実験というのにも取り組ん

でおりまして、バスといろいろ一般のタクシー

との間ぐらいに位置するような、予約に応じて

運行するというような乗合タクシーについても

今検討しているところでございます。 

 以上でございます。 
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○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

○委員（金子昌平君） この中でＡＩデマンド

タクシー運行業務委託料というのがあるんです

けども、このＡＩデマンドタクシーを利用され

た方ってどのぐらいいらっしゃるのかなと思っ

て、その実績について教えていただきたい。 

○地域政策課長（松本 亨君） ただいまのＡ

Ｉデマンドの実証事業についての御質問でござ

いますけれども、昨年の１２月から２月までの

約２か月間、実証事業を行いました。エリアと

しましては鏡町エリアを対象としております。 

 実際その２か月間の実績としましては、利用

者は１４４名ということで、運行便数は６７便

運行をしております。ということで、１便当た

りは２.１５人ぐらいの利用であったというこ

とでございます。 

 また、利用された方からの御意見としまして

は、予約自体はですね、通常の乗合タクシーは

前日の夜７時までの予約になりますけれども、

実証運行では、直前の当日の３０分前までが予

約が可能ということで、その点に関してはいい

評価をいただいております。 

 ただ、予約の仕方がですね、電話での予約な

んですけれども、タクシー事業者に直接予約を

するのではなく、今回は専用のコールセンター

を設けて予約をしたということで、いわゆる今

まではどこどこというのをお伝えすればすぐ来

てもらえたけども、なかなかコールセンターで

は、詳しい場所が通じなかったというような御

意見もございました。 

 また、まだ実際に導入には至っていないとい

うところでございます。実証の結果、それほど

実証運行前との利用の人数が増えなかったとい

うのも事実でございまして、なかなか費用対効

果の面で、今のところ導入に至っていないとい

う状況でございます。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（金子昌平君） ありがとうございま

す。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

○委員（西 和明君） ２４ページの住民自治

推進事業なんですけども、地域協議会活動交付

金、これ２１地区、これは市全体を網羅してる

んでしょうかっていうことと、あと、各、これ

を６６００で割ってみると大体３００万円ぐら

いになるんですけども、大体この使われ方って

いうか、その辺りの内容というのをちょっと教

えていただければと思います。 

○市民活動政策課長（消費生活センター所長兼

務）（長舩征洋君） こんにちは。市民活動政

策課、長舩でございます。 

 ただいま委員お尋ねの地域協議会ですけど

も、２１地域協議会、これは市内全校区１つあ

りますので、２１全部ということです。 

 地域協議会への活動交付金でございますが、

まず資源回収ですね、これの集積所の事業とい

うことと敬老会事業、これを行っていただくと

いう事業になります。そして各地域ごとの事業

に使っていただくというふうに、交付金として

渡しております。 

 以上、お答えといたします。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本貴喜君） 八代・天草シーライン

建設促進事業なんですけど、今後の方向性とし

て現行どおりとはなっているんですが、いろい

ろと状況が変わったかと思いまして、今が一番

しっかりと活動していく機会なのではないかな

というふうに考えているんですが、そこら辺は

どうお考えですか。 

○総務企画部次長（藤田 塁君） 総務企画部

でございます。 

 委員がおっしゃいましたとおり、国交大臣が

地元選出の議員がなられたということもござい
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ますので、これから国や民間期成会と連携しな

がら、活動を強化してまいりたいと思っており

ます。よろしくお願いします。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

○委員（大倉裕一君） １９ページですけど、

市庁舎管理運営事業についてお尋ねしたいと思

います。 

 この１１月から清掃業務も総合管理業務に含

めたということだったんですが、すいません、

この案件について私も多分、本議会では賛成し

とっとだろうというふうに思うんですけど、ど

ういった背景があってこの業務管理１つに統合

されたんですかね。 

○財産経営課長（上村勝一君） こんにちは。

財産経営課、上村でございます。よろしくお願

いします。 

 清掃業務委託のほうは、第１期が令和３年１

０月から始まっとって、令和６年１１月に切り

替わっておりますが、そのときに清掃業務、本

庁と千丁支所の清掃業務が入っとったわけです

が、一応こちら貸し館と庁舎機能がございまし

て、その空いているときに清掃業務、使ってな

いときとかですね、そういった日程調整する場

合には、どうしても今、統括管理で総合管理業

務のほうは行っておりますので、そちらのほう

が空いているところの清掃の時間帯、予約の状

況、そういったところを加味しまして、円滑に

効率よくできるということから清掃業務含めさ

せていただいております。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） すいません、私の解釈

になっとですけど、今の説明聞いてると、市役

所の職員さんたちが絡む、関係する必要がなく

なるという意味ですかね。絡む必要がないの

で、１社の委託先の中で調整ができるから効率

よくできるんですよみたいな、そういうふうな

意味で何か受け取れたんですけども、そういっ

た意味でいいんですか。 

○財産経営課長（上村勝一君） 一応、分かれ

とったときというのは、どうしても財産経営課

のほうが入りまして、そういったスケジュール

調整させていただいとったわけなんですが、予

約とかする中で、皆さん、お客様、突発的な予

約とか入られますと、スケジュールの中で保守

点検業務とか設備に関してもいろいろございま

す。そういったやつと執務室、共用部分とそう

いったところで重複がしないように、統括管理

の中で調整ができるというところで、スムーズ

な清掃業務のほうができるということで、そち

らのほうを業務のほうに増やしているという形

になっております。 

 以上お答えとさせていただきます。 

○委員（大倉裕一君） やっぱり何回聞いても

アウトソーシング、まとめて委託することで、

職員さんが絡まないことで業務的に効率化され

たというか、そういうふうにしかやっぱり私と

しては何か受け止めができないかなというふう

に感じています。 

 ちょっと質問変えるんですけど、その中で清

掃業務委託について、何か費用が例えば少なく

なったとか、これは変わりませんとか、そうい

ったところはどうなってますか。前年度と比較

してとか。 

○財産経営課長（上村勝一君） お答えさせて

いただきます。 

 清掃業務というところで、別で組ませていた

だいた時代よりも、総合管理のほうは、やはり

統括業務の中でそこに調整っていうところで人

も関わってまいりますので、金額としては増加

しているところではございます。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

○委員（蓑田由貴君） １４ページの職員研修



 

－34－

事業の中で様々な研修とか派遣とかをされてい

ると思うんですけど、そのことを市のホームペ

ージに活動報告として載せたりとか、広報に載

せたりとかされたことはあられますか。 

○人事課長（田中博之君） 直接、職員研修の

内容とかを市のホームページとかには載せてお

りませんが、毎年なんですけども、市職員の給

与と人事管理の状況ということで、そちらの中

で、職員の研修や人事評価の実施状況の中で、

階層別の研修のちょっと具体的な部分、参加者

であったり、対象者であったり参加者の人数、

そちらのほうを公表しておるところでございま

す。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本貴喜君） 職員採用のところでち

ょっとお伺いしたいんですけど、減少傾向から

受験者が増加してというふうに、いい方向に動

いていってるのかなと思うんですけど、今現状

として市の人員というのは適正な状況であるの

かどうかというのを教えていただければと思い

ます。 

○人事課長（田中博之君） まず職員定員管理

計画というのがございまして、令和６年度でご

ざいますけども、１１１２名を確保することと

しておりまして、実際の令和６年度の職員数で

ございますが、１１０５名確保しているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

○委員（金子昌平君） 職員派遣事業ですね、

１４ページの。国や県に八代市のほうから派遣

されていると思うんですけれども、国や県の状

況というのが様々な社会情勢の中で変化してい

くと思うんですけど、そういった情報共有、八

代市と派遣された方々とのフィードバックの機

会というのは何かあるんですかね。何かそうい

った制度というのがあるのかどうか。 

○人事課長（田中博之君） 派遣なんですけど

も、派遣の数でございますが、現在のところ、

まずは、令和６年度でございますが、市から派

遣を１８名出しておりますが、帰任者ですね、

帰ってきた職員につきましては、女性職員のキ

ャリアアップとかいう研修を用意しておりまし

て、そちらの中で、派遣した職員の当時の状況

であったりとかそういう場面をロールモデルと

して披露する機会を、そういった研修のほうを

これまで行った機会がありました。 

 以上でございます。 

○委員（金子昌平君） 帰ってこられて、まと

めて報告をするという形でよかったですかね、

認識的には。現地にいらっしゃる状況を、この

八代市と定期的に情報共有するというふうなこ

とではなくて。 

○人事課長（田中博之君） 現地に出向してい

る職員とは、人事課職員のほうが面談をした上

で、今の状況を把握するにとどめておる状況で

ございます。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） よろしいですか。 

○委員（金子昌平君） はい、大丈夫です。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

○委員（大倉裕一君） 広報広聴活動事業、１

８ページでお尋ねします。 

 印刷製本費、６年度は４８３１万６０００円

ということですが、５年、６年、７年度の印刷

製本費の金額を教えていただけますか。 

○秘書広報課長（中川順一君） こんにちは。

秘書広報課の中川でございます。 

 千円に丸めるような形になりますが、まず令

和５年度からでよろしかったですかね。（委員

大倉裕一君「はい」と呼ぶ） 

 令和５年度が４７２５万３０００円、令和６

年度が４８３１万６０００円で、今年度が４８
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６４万５０００円でございます。 

 以上でございます。 

○委員（大倉裕一君） この広報紙はページ数

変わってないんですよね。 

○秘書広報課長（中川順一君） ページ数につ

きましてはＡ４判の２８ページとしておりまし

て、この間はページ数増減ございません。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

○委員（たーみー君） ３４ページの青少年健

全育成事業で、相談員による業務相談ヤングテ

レホンやつしろ、現状どれぐらいの相談があっ

てるのかという現状を知りたいです。 

○人権政策課長（上角愛美子君） 今お尋ねあ

りました青少年相談の相談件数でございますけ

れども、令和６年度の青少年相談の相談件数は

４５３件でございます。 

 以上です。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

○委員（大倉裕一君） 今のヤングテレホンの

件、せっかく答弁においでになりましたので。

４５３件ということで、毎日１件以上の件数が

かかってきてるということなんですけども、統

計的にどういった相談が多いんでしょうか。ま

た、この事業について、市のほうでどういう評

価をされているのか。その辺りをお聞かせいた

だきたいと思います。 

○人権政策課長（上角愛美子君） 多い件数と

いたしましては、健康問題でありますとか家庭

での問題、そういったことが多くあっておりま

す。 

 青少年の相談ですので、家庭の中でのことで

あるとか、学校の中でのことであるとか、そう

いったところで、その現場では相談はなかなか

できないけれども、学校や職場、地域のほかに

相談機関があるということは大変重要なことで

はないかと思っております。 

 また、相談の、悩みの低年齢化とかもありま

すし、私たちの青少年室では子供だけではな

く、大人の手前、３０代とか、また家庭への相

談ということで保護者の世代とか、そういった

方の相談も多くございますので、学校や職場、

立入りできない、繰り返しになりますけれど

も、相談の場所を別に設けておくということは

大変重要なことだと思っております。 

 以上です。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（大倉裕一君） 広報広聴活動で先ほど

５年、６年、７年と委託料の金額をお聞きしま

した。４７００万円、４８００万円が２年とい

うような状況だったわけですけども、非常に物

価高騰とかそういったところも考慮した製本費

用を確保していく必要があるだろうというふう

に思います。 

 これまでは価格になかなか転嫁された形とは

見えてないように私は受け止めておりますの

で、そういった意味では８年度の予算申請に当

たっては、物価高騰、人件費高騰、こういった

ところが反映されるような予算確保をお願いし

たいというふうに思います。 

 それと、質疑では出ませんでしたけれども、

定住促進対策事業、成果を上げてきていただい

てるんだなというふうに受け止めさせていただ

きました。 

 今年の当初予算においても、体験移住会みた

いな宿泊先を確保して、八代市のよさを感じて

いただくというような企画がなされていたとい

うふうに思います。 

 災害等でその予定の宿泊宿がなかなか確保で

きないという状況が発生しているかとは思って
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おりますけれども、積極的に、こういった定住

事業については取組を行っていただきたいなと

いうふうに思っていますし、ポータルサイトと

かっていう紹介もあっておりました。よくテレ

ビ見ていると、この自治体では移住すると何百

万円とかという金額が支援金としてもらえるよ

っていうようなのが、すごく何か私も行ってみ

たいなと思うようなコマーシャルといいます

か、自治体のアピールがテレビを使ってやられ

ているというようなところもありますので、そ

ういったところも検討していただきながら、今

ＳＮＳ、結構若者が見るという時代にもなって

おりますので、そういったところも有効に活用

して、本市の定住促進対策につなげていただけ

ればというふうに思います。 

 以上、意見といたします。 

○委員長（木村博幸君） ほかありませんか。 

○委員（蓑田由貴君） 先ほど交通手段のこと

についてお聞きしたんですけれども、これから

高齢化と人口減少が進んでいく中でタクシー会

社も厳しい状況になってきてるので、やっぱり

一番が交通手段、皆様多分御存じだとは思うん

ですけど、交通手段が一番になってくると思い

ますので、それに向けて工夫しながら、やって

いただけたらなというふうに思っています。 

 以上です。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

○委員（西 和明君） 私もさっき質問した住

民自治推進の件で、先ほどの敬老会の事業費と

資源ごみの集積のあれを引くと、ほとんど多分

何も残らない地域がほとんどだと思います。や

っぱり地域力をつけるというか、活性化させる

ためにはもうちょっとその辺の部分で増額とい

うか、増やしていただく方向を持っていただき

たいなというような思いがあります。 

 以上です。 

○委員長（木村博幸君） ほかありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で第

２款・総務費中、当委員会関係分及び第１１

款・公債費、第１２款・諸支出金、第１３款・

予備費についてを終了いたします。 

 執行部入替えのため小会します。 

（午後２時１１分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時１３分 本会） 

○委員長（木村博幸君） 本会に戻します。 

 次に、第８款・消防費中、当委員関係分につ

いて総務企画部から説明願います。 

○総務企画部長（田中 孝君） 皆さん、こん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）総務

企画部、田中でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。着座にて説明させていただき

ます。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○総務企画部長（田中 孝君） 第８款・消防

費につきまして、総括をさせていただきます。 

 初めに、避難所における住環境改善を図るた

め、令和７年度までの計画として、学校体育館

等へのエアコン設置など、地域の避難所として

の機能強化を進めております。 

 令和６年度は、市内６校にエアコンを設置し

ており、令和７年度設置に向けた基本・実施設

計も６校分行っております。 

 今後も、避難所における住環境や衛生環境の

改善を目的とした資機材の整備などを通じて良

好な避難所環境を確保してまいります。 

 次に、防災備蓄倉庫についてですが、令和２

年度から拠点となる大型の防災備蓄倉庫の整備

を進めており、令和６年度にみなと消防署敷地

内に建設し、予定をしておりました４か所の防

災備蓄倉庫の整備が完了いたしました。八代市

地域防災計画に基づき、避難所所要人数の１日

相当分の物資を確保するとともに、災害時に必

要な資機材などの備蓄品の整備に努めてまいり
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ます。 

 次に、校区単位での住民参加型防災訓練につ

きましては、毎年３校区で開催しており、令和

６年度は松高校区、太田郷校区、坂本校区の３

校区で延べ７００名の住民の方に御参加いただ

き、救急救命訓練や初期消火訓練、避難所開設

訓練などを実施いたしました。今後も各地区の

特性に合わせた訓練を通じて、地域防災力の向

上を進めてまいります。 

 次に、消防団の装備品につきましては、消防

庁の基準に基づき、活動服や安全靴、またチェ

ーンソーなどの資機材を計画的に配備し、活動

用の消防車両や小型動力ポンプにつきましても

耐用年数を目安に更新時期を定めて計画的に整

備更新を実施しております。 

 消防施設整備については、地域の要望を受

け、日奈久山下町に防火水槽を新設しておりま

す。 

 最後に、令和６年度は、避難所の環境改善へ

の取組や各種訓練の実施、消防団装備品の調達

など、各事業において適切な対応ができたもの

と考えております。 

 以上、消防費の総括とさせていただきます。

詳細につきましては、総務企画部豊田危機管理

監が説明いたします。どうぞよろしくお願いい

たします。 

○総括審議員兼危機管理監（豊田正樹君） 皆

さん、こんにちは（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）総務企画部の豊田でございます。よろしく

お願いします。 

 私のほうから、令和６年度八代市一般会計歳

入歳出決算における歳出の消防費関係分につい

て説明させていただきます。 

 失礼いたしまして、着座にて説明をさせてい

ただきます。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○総括審議員兼危機管理監（豊田正樹君） そ

れでは、令和６年度における主要な施策の成果

に関する調書（その１）の１０ページをお願い

いたします。 

 歳出決算の状況の上段の表（イ）目的別の項

目８・消防費を御覧ください。 

 列の中ほど、支出済額が３０億１８６１万３

０００円、執行率が９８.３％、支出済額に対

する構成比は４.２％、前年度に比べ８２９万

５０００円、０.３％の増となっております。 

 その主な要因といたしましては、広域行政事

務組合負担金で、みなと消防署建設に係る負担

金など７６５１万４０００円の減、防災対策事

業で、スマート避難所システム構築に係る経費

の不用など３１７１万２０００円の減がある一

方で、避難所等設備整備事業で、学校体育館へ

空調設備設置に係る工事費など８４１９万１０

００円の増、災害時用備蓄資材整備事業で、み

なと消防署敷地内への備蓄倉庫の建設などによ

る４３００８万６０００円の増というようなも

のでございます。 

 それでは、個々の歳出の決算について、主な

ものを御説明いたします。 

 ページを飛びまして、１０５ページをお願い

いたします。 

 下段の広域行政事務組合負担金事業ですが、

八代広域行政事務組合消防本部による消防活

動、救助活動の的確な実施と推進を図るととも

に、みなと消防署、坂本分署の建設に要するた

めの負担金で、決算額は２３億１６５７万９０

００円です。 

 主な内容といたしまして、通常消防運営経費

１８億３１９２万４０００円、みなと消防署建

設に伴う経費４億８３６７万４０００円、坂本

分署建設に伴う経費９２万９０００円でござい

ます。 

 特定財源として、火薬類や液化石油ガス等の

各種届出の受理等に関する事務の権限移譲に対

する県支出金が合計１３万５０００円、地方債

として広域行政事務組合負担金４億４４９０万
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円、その他特定財源として、火薬類取締事務申

請手数料３万９０００円、平成２８年熊本地震

復興基金繰入金２９７３万９０００円でありま

す。 

 今後の方向性といたしましては、市による実

施、現行どおりとし、消防力の維持・強化に加

え、みなと消防署の運用開始に伴い、消防本部

と消防団、その他の関係機関と連携をさらに強

化し、災害時に迅速に対応できる体制を構築し

てまいります。 

 次に、１０６ページをお願いいたします。 

 上段の消防施設整備事業ですが、防火水槽や

消火栓、消防団車庫、屋外ホース格納庫など、

消防活動のための環境を整備する事業でござい

ます。 

 決算額は２９４９万１０００円で、主な内容

といたしましては、日奈久山下町の防火水槽設

置工事９４４万９０００円、消火栓の工事負担

金で、水道局、八代生活環境事務組合へ合わせ

て５４１万６０００円ほか、豪雨災害分１１５

７万４０００円などでございます。 

 特定財源として、地方債で消防施設整備事業

９４０万円、その他財源として坂本町宅地かさ

上げに伴う国からの消防施設再建補償金１１４

２万６０００円があります。 

 不用額の４９６万１０００円は、坂本町宅地

かさ上げに伴う消防施設の撤去工事に係る入札

残２６１万５０００円、消防水利に係る手数料

等の執行残５５万５０００円、消火栓の工事負

担金の執行残８０万７０００円、ホース格納箱

購入残５１万円が主なものでございます。 

 今後の方向性といたしましては、市による実

施、現行どおりとし、市の整備計画や地域要望

等に応じて積載車やホース格納箱の設置、消防

施設の修繕等を行ってまいります。 

 下段の防災行政情報通信システム管理運営事

業は、効果的かつ効率的な情報伝達や災害対応

等を行うため、情報配信、災害時支援、映像表

示制御の３つのシステムで構成される防災行政

情報通信システムの適切な管理運営を行うもの

です。 

 決算額は１５４５万９０００円で、内容とい

たしまして、防災関係機器の電気料１９３万６

０００円、情報配信システム等の通信料３４０

万３０００円、防災行政情報通信システム運用

保守業務委託１０１２万円でございます。 

 特定財源として、県支出金で球磨川水系防

災・減災ソフト対策等補助金８８万円がありま

す。 

 不用額の６０万５０００円につきましては、

防災関係機器の故障がなかったことによる修繕

料の執行残２９万２０００円、情報配信システ

ム等の通信料の執行残３１万３０００円が主な

ものでございます。 

 今後の方向性といたしましては、市による実

施、現行どおりとし、災害時における市民等へ

の情報提供や被害情報などの収集、伝達等に本

システムは重要な役割を担っていることから、

今後もシステムの適切な管理運営に努めてまい

ります。 

 次に、１０７ページをお願いいたします。 

 下段の防災対策事業は、自主防災会や防災士

の育成、防災啓発活動等を通じた地域の防災力

の向上、強化を行うとともに、防災アプリ等を

活用し、避難誘導や避難所における迅速な対応

と運営の効率化などを推進する事業でございま

す。 

 決算額は１２０３万９０００円で、主な内容

といたしましては、衛星携帯電話等の電話料１

６１万８０００円、スマート避難所システム保

守業務委託３４０万８０００円、ＷＥＢ版防災

マップ更新業務委託１７８万円、Ｊ－ＡＬＥＲ

Ｔ保守点検業務委託１０１万１０００円でござ

います。 

 特定財源として、県支出金で、球磨川水系防

災・減災ソフト対策等補助金１１６万６０００
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円、その他特定財源として、平成２８年熊本地

震復興基金繰入金８３万５０００円、企業版ふ

るさと納税寄附金２００万円があります。 

 不用額の８９６万円の主な内訳でございます

が、令和６年度に計画しておりました衛星携帯

電話アンテナ設置工事において、当初予定をし

ておりました衛星携帯サービスの提供が令和１

０年３月で終了することが年度途中で判明した

ため、翌年度に新たなサービスに対応したアン

テナを設置することとし、当該工事費２１３万

４０００円が未執行となりました。 

 また、熊本県が実施する衛星無線設備の整備

に係る本市負担金について、工事入札の不調に

伴い、請求時期が令和６年度から令和７年度に

変更されたことから、負担金６４３万円が未執

行となったものでございます。 

 今後の方向性といたしまして、市による実

施、現行どおりとし、出前講座やマイタイムラ

インの普及による自助の意識向上、自主防災会

等での訓練や地区防災計画の作成などを通じた

共助の取組を進めます。 

 また、はちパスの円滑な運用を行うため、利

用、登録を促進するとともに、利用状況等を踏

まえた導入施設の拡大等にも努めてまいりま

す。 

 次に、１０８ページをお願いいたします。 

 下段の災害時用備蓄資材整備事業でございま

すが、これは防災備蓄倉庫の設置及び備蓄品を

整備し、災害時に備える事業でございます。 

 決算額は６０５０万２０００円で、主な内容

といたしまして、アルファ米、保存水など備蓄

用品の購入５４６万５０００円、みなと消防署

敷地内の防災備蓄倉庫の新築工事５５００万円

でございます。 

 特定財源として、国庫支出金で、防災・安全

交付金２７５０万円、県支出金で、球磨川水系

防災・減災ソフト対策等補助金３５５万１００

０円、地方債で、災害時用備蓄資材整備事業２

６１０万円、その他特定財源として、平成２８

年熊本地震復興基金繰入金１９１万４０００円

があります。 

 不用額の７６０万８０００円は、防災備蓄倉

庫新築工事の入札残７５０万円が主なものでご

ざいます。 

 今後の方向性といたしましては、市による実

施、規模拡充とし、防災備蓄倉庫につきまして

は、令和２年度から進めておりました４か所の

整備が令和６年度に完了をいたしております。 

 物資につきましては、八代市地域防災計画に

基づき、数量を確保するとともに、資材等につ

きましても充実を図ってまいります。 

 次に、１０９ページをお願いいたします。 

 上段の避難所等設備整備事業でございます

が、これは避難所における生活環境の改善を図

るため、学校体育館の冷暖房対策など、避難所

機能の強化を図る事業でございます。 

 決算額は３億２７６９万３０００円で、主な

内容といたしまして、学校体育館６校分の空調

設備整備の実施設計業務委託１５３４万５００

０円、同じく６校分の空調設備整備工事２億８

９３２万２０００円、また、電気設備工事に使

用する一部部材の調達が困難になったことか

ら、令和５年度から繰り越しておりました６校

分の電気設備工事２２９６万４０００円でござ

います。 

 特定財源は、地方債で、避難所等設備整備事

業現年分３億４６０万円、繰越分２２９０万円

があります。 

 不用額の８７４万１０００円は、実施設計業

務委託の入札残１６５万６０００円、空調工事

に係る入札残６８０万８０００円が主なもので

ございます。 

 今後の方向性といたしまして、市による実

施、現行どおりとし、避難所における良好な生

活環境が確保されるよう、必要な機能強化に努

めてまいります。 
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 続きまして、別冊の一般会計歳入歳出決算書

により、消防費の主な流用について御説明をい

たします。 

 １６４、１６５ページをお願いいたします。 

 款・８消防費、項１・消防費、目３・消防施

設費の中で、１６５ページ、備考欄の下段にな

りますが、款８・消防費、項１・消防費、目

４・防災管理費の１４節・工事請負費から目

３・消防施設費１４節・工事請負費へ流用４８

０万８０００円は、国が実施しております坂本

町のかさ上げ工事に伴い、下鎌瀬の防火水槽１

か所、消防ポンプ１か所及び西鎌瀬地区の防火

水槽１か所の撤去を急遽実施する必要が生じた

ことから流用し、対応したものでございます。 

 以上、消防費の説明とさせていただきます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（木村博幸君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（橋本貴喜君） 防災行政情報通信シス

テム管理運営事業ですかね、＠インフォカナル

についてなんですけど、＠インフォカナルがあ

ることで、火事等があった場合、消防団員は情

報を正確に受け取ることができるんですが、実

際、現場に行くとき、どこどこの付近までしか

出てない中で、結構、分かりにくいときは探し

ながら近づいていくというようなことがあるん

ですけども、実際、＠インフォカナルに地図、

ここら辺っていう、そういった貼り付け、添付

といいますか、もっと分かりやすいような活用

というのはできるのかっていうのをちょっとお

伺いしたいです。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） 危機管

理課、松永でございます。よろしくお願いいた

します。 

 委員お尋ねの＠インフォカナルへの地図等の

添付でございますが、今、現状におきましては

非常に、システム上はちょっと厳しいものがあ

るかと思いますけども、消防団への連絡につき

ましては、そのほかにもＬＩＮＥ等の連絡手段

を今検討しておるところでございますので、そ

の辺で、その辺の地図等のお知らせ等は考えて

今後いきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

○委員（蓑田由貴君） それに関連して同じな

んですけど、防災行政情報通信システムの中の

防災関連機器電気料っていうのの詳細を教えて

いただけたらと思います。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） 委員お

尋ねの電気料につきまして、屋外拡声子局が１

７７局ございます。そして監視カメラが７か所

分の電気料でございます。 

 ちなみに、監視カメラの設置箇所といたしま

しては日奈久ドリームランド「シー・湯・遊」

と、鏡の海岸と、八千把橋と、東陽のせせら

ぎ、みずほ保育園、東片自然公園、二見漁港に

付けておるところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

○委員（金子昌平君） 今のに関連してもう一

つ。簡単な質問なんですけど。 

 防災アプリの＠インフォカナルって、今どの

ぐらい登録されてるのかっていうのと、あと、

定期的にこのアプリを導入していただくように

アナウンスしなきゃいけないと思うんですけ

ど、そういう効果等々あれば教えていただけま

すか。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） 現在の

情報配信システムの登録者数でございますけど

も、令和７年１０月末現在でございますけど

も、アプリのほうが１万６４０５件（｢＠イン

フォカナルたい」と呼ぶ者あり）＠インフォカ

ナルです。それと、メールのほうが、登録制の
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メールですけども、そちらのほうが１万４９７

４件と、携帯等をお持ちでない方に直接電話

を、こちらから一斉架電でかけるシステムの登

録をされてる方が４２８件と、電話ではなくフ

ァクスで受け取るというやり方もございまし

て、それが２０件、それと通信手段があまりお

持ちでないというところで戸別受信機を配付し

ておりまして、そこが６９２件、合計で３万２

５１９件の今現在の登録者数がございます。 

 我々といたしましては、各世帯、５万世帯ほ

どありますけども、そちらを目指して今、登録

をお願いしているところでございまして、ホー

ムページやいろんな行事があるときを捉えまし

て、その登録の推進、促進を図っているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

○委員（西 和明君） １０７ページの防災対

策事業なんですけれども、衛星の携帯電話なん

ですけども、災害時には多分、停電だったり電

波が入らなかったり、かなり重要な携帯電話に

なると思うんですけども、この現在の設置状況

というか、あと、どうい対象の方が持ってらっ

しゃるのか、その辺を教えていただければと。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） 現在２

１か所に配備しておりまして、本庁、各支所及

び災害時に孤立が想定される地域等でございま

す。 

 その内訳といたしましては、本庁に２台、旧

宮地東小に１台、各支所に１台ずつ、消防の坂

本消防団の坂本方面隊に８台、八竜小学校に１

台、五家荘の五家荘自然塾、振興センター、佐

倉荘、久連子古代の里、泉第八小に１台ずつ配

備をしているところでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかありませんか。 

○委員（金子昌平君） 避難行動要支援者関係

事業の中で、今、名簿を作成されている、され

たんだろうというふうに思うんですけれども、

その中で名簿の情報を提供される関係者です

ね、消防機関というのがこれあるんですけど、

この中に消防団は含まれないのでしょうか。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） 消防機

関といいますのは、消防と警察等でございまし

て、消防団は含まれておりません。 

 以上でございます。 

○委員（金子昌平君） やっぱり個人情報保護

法の壁があってっていうことですかね。例え

ば、消防団とも情報共有が図られるようであれ

ば、独り暮らしの方の家付近をルートとして再

結成できるというか、計画立てて、いろいろな

消防活動ができるんかなというふうに思うんで

すけど、そういったのはやっぱりできないんで

すか。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） 現状の

規定の中では、そこが規定されておりませんの

で。いわゆる自主防災組織等とかから消防団さ

んが独自に入手されるのは結構かと思いますけ

ど、現状のところは、すいませんけども、厳し

い状況でございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本貴喜君） 消防施設整備事業で、

各地域、消防団とかから不備がある施設は上が

ってくるかと思うんですけれども、どれぐらい

要望が上がってきて、どれぐらい対応されてい

るか、されたかというところが分かれば、教え

ていただければなと思います。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） 消防施

設整備事業につきましては、市で整備する消防

団車両の格納庫等につきまして、地元から要望

がございまして、――条件がございまして、地

元の合意が取れたりとかしたらこちらで造る場

合と、地元でもう既に所有されてる格納庫等に

つきましては、こちらで補助金を出して、消防
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団のほうで修理等をしていただいてる状況でご

ざいます。 

 その中で、毎年度予算前に要望を取っており

まして、修繕等につきましてはその緊急性に応

じて予算化をしているところでございます。ほ

ぼほぼ要望には応えている状況でございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

○委員（大倉裕一君） 部長にお尋ねなんです

けど、主要な施策の成果に関する調書なんです

けど、この調書の取りまとめ部っていうのはど

こになってますか。 

○総務企画部長（田中 孝君） 取りまとめ部

は、これは財務部ですね。 

○委員（大倉裕一君） 担当部でつくられると

きに、この調書の中に今後の方向性という欄が

あるんですけど、この今後の方向性というの

は、この決算でいくと６年の事業を決算評価を

して、何年度の部分について今後の方向性とい

うのを示されているのかっていうのはどういう

認識でいらっしゃいますか。例えば、もちろん

７年度ですねという話なのか、７年度以降とい

う意味でやってますということなのか、ちょっ

と捉え方が難しいところがありますので。 

○総務企画部長（田中 孝君） この決算は６

年度ですので、７年度以降というような形で書

かせていただいております。 

○委員（大倉裕一君） ありがとうございま

す。ちょっと的外れ的な質問になったかもしれ

ないんですけど、一回ちょっと整理をしたいと

いうか、自分の中で整理をしておいたほうがい

いなと思いましたので、確認をさせていただき

ました。 

 引き続き質問になりますけども、防災訓練事

業の中で、これまで各校区で住民参加型の訓練

をやってきていただいてるということは十分承

知をしておりますし、頑張っていただいている

というふうに思っております。私たちも参加を

させていただいておりまして、いい経験をさせ

ていただく機会となっているということは理解

をしておりますが、この訓練の、もう一つ地域

のほうに入ると自主防というところがあるんで

すけど、自主防に対しての補助メニューとかっ

ていうのは、この訓練事業で準備されているも

のっていうのはございますか。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） 今、委

員おっしゃいました事業の中ではなくて、別の

事業の中で自主防活動に対する補助金、――設

立時への補助金と活動する中での補助金を２本

用意をしております。 

 ちなみに、設立時には１団体５万円と、活動

補助金といたしまして３年に１回交付してるん

ですけども、それは３万円の補助金を今用意し

て、活動に役立ててもらっている状況でござい

ます。（総務企画部長田中孝君「事業名」と呼

ぶ） 

 自主防災関係で、防災対策事業の中にござい

ました。自主防災会事業運営補助金という事業

名で行っております。 

○委員（大倉裕一君） あるということで安心

をしました。何で聞いたかといいますと、より

災害対策に備えるには、ある程度の住民参加型

の訓練というのは、何というんですかね、目的

を果たしたかなと、達成したかなというふうな

認識で私はいます。 

 もうやられているところはあると思うんです

けど、さらに今からは、自主防災組織の訓練を

やりながら地域防災力を高めていく時期に来た

んじゃないかなというふうな思いを持っており

ますので、その補助メニューとかがあるのかな

というふうにお尋ねしたところ、準備をしてお

りますということですので、そういったところ

をしっかり各町内の自主防あたりにも紹介して

いただきながら組織力を高めていただければな

というふうに思います。 

 ちょっと意見的なところになりましたけど、
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以上です。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

○委員（蓑田由貴君） 防災訓練事業の１０７

ページの中に、令和６年度においては弾道ミサ

イルが本市に、そういう可能性があると判明し

た場合にはどのような行動を取るべきかという

のを住民の理解等を深めるというふうに書かれ

てるんですけど、それについての今後の取組方

というかですね、を教えていただきたいです。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） 弾道ミ

サイル関連の訓練といたしまして、昨年度の１

１月９日に防災フェスタ時に行っております。 

 訓練は、弾道ミサイルが我が国に飛来すると

いう可能性があると判明した場合にどのような

行動を取るべきか、住民の理解を深めるために

防災行政無線等により、弾道ミサイルに関する

情報伝達を受けた住民が近くの建物の中や地下

への避難等を実施するものでございまして、昨

年度の防災フェスタ、鏡のほうで行いましたけ

ども、そのときに行ったものでございます。

（｢今後」と呼ぶ者あり） 

 今後も毎年そういう総合防災訓練等がござい

ますので、その際には必ず行って、――例年行

っているものでございまして、今後も行ってい

きたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

○理事兼危機管理課長（松永貴志君） すいま

せん、先ほど避難行動要支援者名簿の関係で金

子委員お尋ねありましたけど、今、規定を見直

しておりましたら、事前にはやっぱり名簿の配

付は厳しいんですが、災害発生時、発災した場

合には消防団のほうにも渡せるというふうに規

定をされております。その際はよろしくお願い

いたします。（委員金子昌平君「かしこまりま

した。ありがとうございます」と呼ぶ） 

○委員長（木村博幸君） 質疑、最後になりま

しょうが、ないですか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

○委員（金子昌平君） 先ほど消防団との関係

でというか、連携で可能な限り私も手伝いたい

なと思うところで、避難行動要支援者関係事業

の中で、今後は地域協働による支援体制の構築

をされていくという流れの中で、できる限り実

践的な訓練が可能なレベルまで持っていければ

いいかなというふうに思いますので、その辺も

ぜひよろしくお願いいたします。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９３号・令和６年度八代市一般会計歳

入歳出決算中、当委員会関係分についてはこれ

を認定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（木村博幸君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。 

 執行部入替えのため小会いたします。 

（午後２時５０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後３時００分 本会） 

○委員長（木村博幸君） 本会に戻します。 

 執行部より発言の申出があっておりますの

で、これを許可します。 

○人事課長（田中博之君） 人事課、田中でご

ざいます。 

 先ほど、第２款・総務費のほうでお答えしま

した内容について訂正をさせていただきたいと

思います。 

 まず１つ目ですけれども、委員のほうから職
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員の数、定数等について御質問いただいたかと

思いますが、定数管理上でございますが、令和

６年の定数を１１１２名というふうにお答えし

ております。こちらのほうが、臨時的任用を除

いた数ということになりますので、先ほどのお

答えとしまして、令和６年度の確保の中に１１

１２名というふうにお答えしましたが、そちら

の中に臨時的任用７名が含まれておりますの

で、正しくは１１０５名というふうに捉えてい

ただければというふうに思います。 

 それから、もう一点でございますが、職員派

遣につきましてフィードバックのお話がありま

して、そのやり取りを人事課のみというふうに

お答えをしておりましたが、派遣先と派遣元と

の間の中で直接のやり取りということで双方間

でフィードバックがされているものというふう

に認識しております。 

 以上、訂正しておわびをしたいと思います。

申し訳ございませんでした。 

                              

◎議案第９７号・令和６年度八代市ケーブルテ

レビ事業特別会計歳入歳出決算 

○委員長（木村博幸君） 次に、議案第９７

号・令和６年度八代市ケーブルテレビ事業特別

会計歳入歳出決算について説明願います。 

○総務企画部長（田中 孝君） 皆様、こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）引き続

きよろしくお願いいたします。 

 それでは、ケーブルテレビ事業特別会計につ

いての総括を着座にて説明させていただきま

す。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○総務企画部長（田中 孝君） 現在、本市坂

本、東陽、泉地域において実施しておりますケ

ーブルテレビ事業につきましては、テレビ放送

の難視聴対策及び地域間の情報格差の是正とい

う本来の役割はもとより、各地域への情報伝達

手段としての重要な役割も担っており、中山間

地域の方々にとって日常生活に密着した、なく

てはならないインフラとして、本市合併前後の

平成１６年度から平成１８年度にかけて整備さ

れたものでございます。 

 開局以降、本事業の運営につきましては、日

頃からサービスの維持向上を図りながら、適正

な運営に努めるとともに、平成２８年度より、

さらなる効率化のため、指定管理者制度を導入

し、現在はテレビやつしろ株式会社に管理運営

を委託しております。 

 なお、本事業につきましては、令和６年度か

らテレビやつしろ株式会社の独自運営により、

光回線を利用した新しいテレビ放送サービスに

随時移行しており、令和８年度までに移行完了

する予定としております。 

 移行が完了するまでは、安定的なケーブルテ

レビサービスの提供のため、施設の適正な維持

管理に努めるとともに、新しいテレビ放送サー

ビスへの移行が円滑に進むよう、地域住民や事

業者との調整を図ってまいります。 

 以上、ケーブルテレビ事業特別会計の総括と

させていただきます。 

 詳細につきましては、デジタル推進課、栄課

長が説明いたします。よろしくお願いします。 

○デジタル推進課長（栄 圭介君） 皆様、こ

んにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）デ

ジタル推進課、栄でございます。よろしくお願

いいたします。 

 失礼して、着座にて説明をさせていただきま

す。 

○委員長（木村博幸君） どうぞ。 

○デジタル推進課長（栄 圭介君） それで

は、議案第９７号・令和６年度八代市ケーブル

テレビ事業特別会計歳入歳出決算について御説

明させていただきます。 

 資料は、歳入につきましては、令和６年度八

代市特別会計歳入歳出決算書、歳出につきまし

ては、令和６年度における主要な施策の成果に
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関する調書（その２）を用いて説明させていた

だきます。 

 まず、八代市特別会計歳入歳出決算書、８２

ページをお願いいたします。 

 実質収支に関する調書でございますが、歳入

歳出の決算額はそれぞれ総額４２３４万円で、

歳入歳出の差引額はゼロ円でございます。 

 また、翌年度への繰り越すべき財源はござい

ません。 

 次に、歳入歳出決算書の７８ページと７９ペ

ージをお願いいたします。 

 歳入の内容について御説明いたします。 

 なお、金額につきましては、１０００円未満

を切り捨てて申し上げます。 

 歳入歳出決算書の７８ページから次の７９ペ

ージにございます、款１・財産収入、項１・財

産運用収入、目１・財産貸付収入、節１・土地

建物貸付収入の６９万９０００円は、ケーブル

テレビの信号線である伝送路の貸付料で、市所

有の伝送路の空き芯を携帯電話基地局で使用す

るため、携帯電話事業者に貸し付けているもの

でございます。 

 次に、款２・繰入金、項１・目１・節１・一

般会計繰入金は、収入済額３７９１万６０００

円となっております。 

 １つ飛ばしまして、次の款４・諸収入、項

１・目１・節１・雑入の３７２万４０００円

は、坂本地域における国・県のかさ上げ工事に

伴い、ケーブルテレビ伝送路に移転の必要性が

生じたことに対する補償金でございます。 

 続きまして、歳出について御説明いたしま

す。 

 令和６年度における主要な施策の成果に関す

る調書（その２）の１５６ページをお願いいた

します。 

 上段、ケーブルテレビ維持管理事業をお願い

します。 

 ケーブルテレビ維持管理事業につきまして

は、坂本、東陽、泉地域の各放送センターの設

備やシステム、伝送路機器等の運用保守業務と

して支出した経費などでございます。 

 決算額は２２４４万６０００円で、主なもの

としましては、伝送路監視システム修繕３１万

４０００円、指定管理者でありますテレビやつ

しろ株式会社への委託料２２００万８０００円

でございます。 

 事業の今後の方向性につきましては、民間実

施といたしております。これは令和６年度から

８年度までに、ケーブルテレビから光ファイバ

ー網を利用したテレビやつしろ株式会社による

新しいテレビ放送サービスへ移行することとし

ているためでございます。 

 引き続き、民間へのサービス移行の完了ま

で、事業費の維持管理を適切に行い、安定的な

サービスの提供に努めてまいります。 

 次に、下段のケーブルテレビ施設整備事業

（豪雨災害）は、本市坂本町において、令和２

年７月豪雨災害の復旧工事として、国・県が実

施する宅地や道路のかさ上げ等に伴い、既設の

電柱に移転の必要性が生じたことから、ケーブ

ルテレビ伝送路の支障移転費用として支出した

ものでございます。 

 決算額は８０８万８０００円で、主なものと

しましては、坂本町松崎地区かさ上げに伴う支

障移転３１６万４０００円、坂本町西鎌瀬地区

かさ上げに伴う支障移転１１３万６０００円、

坂本町国道２１９号坂本橋から中谷橋区間かさ

上げに伴う支障移転３０６万１０００円でござ

います。 

 事業の今後の方向性につきましては、坂本地

域における復旧を今後も迅速に進めるため、市

による実施、現行どおりとしております。 

 引き続き、令和８年度まで予定されておりま

す国・県による工事進捗に合わせ、遅滞のない

よう、ケーブルテレビ伝送路の移転に努めてま

いります。 
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 最後に、公債費の状況について御説明いたし

ます。 

 資料は戻りまして、特別会計歳入歳出決算書

の８０ページ、８１ページをお願いいたしま

す。 

 ８０ページ、表の中段、款２・公債費の支出

済額は次の８１ページ、右から４列目に記載し

ております１１７７万５０００円で、内訳とい

たしましては、項１・公債費、目１・元金が１

１５７万７０００円、目２・利子が１９万８０

００円となっております。 

 公債費の主なものは、平成２６年度に実施し

たインターネット系の設備改修や、平成２７年

度の台風及び令和２年７月豪雨により被害を受

けた設備の復旧費用分となっております。 

 なお、令和６年度末における起債残高は、合

計で６１０７万１０００円となっております。 

 以上で、令和６年度八代市ケーブルテレビ事

業特別会計歳入歳出決算の説明とさせていただ

きます。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（木村博幸君） それでは、以上の部

分について質疑を行います。質疑はありません

か。 

○委員（大倉裕一君） 事業としては特に質問

ないんですけども、特別会計の存続というとこ

ろで少しお尋ねになりますが、市債の残高が６

１０７万円ということでした。事業自体、令和

８年度で移行が終わってしまうという予定です

が、移行が終わっても残金が残るというような

状況ですけども、会計はそのまま令和８年度以

降も残されるのか、それとも令和８年度ですぱ

っと残高全部返済して、会計は閉じますという

方向なのか、どういうお考えになってますか。 

○デジタル推進課長（栄 圭介君） 委員御質

問の特別会計の存続についてですけれども、令

和８年度でケーブルテレビ事業自体は終了を予

定しておりますので、公債費につきましては一

般会計のほうで返していくというような形にな

るかと思います。 

○総務企画部次長（續 良彦君） 総務企画

部、續でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 今のお尋ねの内容ですけれども、基本的には

事業が終わりませば大体特別会計としては事業

をする、特別に設ける必要がございませんの

で、特別会計自体は事業終了と同時に廃止をし

て、残りの起債残高、これにつきましては一般

会計のほうに統合するような形になるかと思わ

れます。 

 ただ、今、既にこのケーブルテレビの会計に

つきましては決算統計上では普通会計という扱

いになっておりますので、いわゆる起債の指標

的なところには大きな影響はございませんの

で、今のままでそのまま移行するだけというこ

とで考えていただければ結構かと思います。 

 以上です。 

○委員長（木村博幸君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、以上で質

疑を終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第９７号・令和６年度八代市ケーブルテ

レビ事業特別会計歳入歳出決算についてはこれ

を認定するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（木村博幸君） 挙手全員と認め、本

決算は認定することに決しました。 

 執行部は御退席ください。 

 以上で付託されました案件の審査は全部終了

いたしました。 

 お諮りいたします。 
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 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は委員長に御一任願いたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（木村博幸君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。 

 これをもって、総務委員会を散会いたしま

す。 

（午後３時１６分 閉会） 

 

八代市議会委員会条例第３０条第１項の規定に

より署名する。 

    令和７年１１月１１日 

総務委員会 

委 員 長 
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